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第
四
章
共
同
自
主
運
営
制
度
の
確
立

第
一
節
一
九
二
三
年
法
の
成
立
と
そ
の
背
景

第
二
節
世
界
恐
慌
と
一
九
三
二
年
法
の
成
立

第
三
節
共
同
自
主
運
営
制
度
の
検
討

結
語

第
三
章

ラ
イ
ヒ
保
険
法
と
ベ
ル
リ
ン
協
定

一
八
八
三
年
の
疾
病
保
険
法
は
、
第
二
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
給
付
方
式
と
し
て
現
物
給
付
方
式
を
採
用
し
た
。
こ
の
時
点

か
ら
す
で
に
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
は
、
個
別
の
開
業
医
を
給
付
委
託

契
約
の
当
事
者
と
し
て
、
療
養
給
付
の
実
施
シ
ス
テ
ム
の
中
に
事
実
上
と

り
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
八
三
年
の
疾
病
保
険
法
は
、

委
託
契
約
を
め
ぐ
る
医
師
と
疾
病
金
庫
の
利
害
対
立
を
念
頭
に
お
い
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
医

師
と
疾
病
金
庫
と
の
問
で
、
療
養
給
付
の
実
施
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

金
庫
・
医
師
聞
の
紛
争
は
、
金
庫
に
対
し
て
経
済
的
に
不
利
な
立
場
に

あ
っ
た
医
師
側
の
団
結
、
団
体
に
よ
る
闘
争
へ
と
発
展
し
た
。
ラ
イ
ヒ
政

府
は
、
こ
の
問
題
を
、
当
時
立
法
作
業
の
途
上
に
あ
っ
た
ラ
イ
ヒ
保
険
法
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S
s
以
下
一
九
一
一
年
R
V
O
と
略
)
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た

が
、
金
庫
・
医
師
側
双
方
の
反
対
に
あ
い
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
政

府
は
、
紛
争
の
激
化
を
防
止
す
る
た
め
両
者
の
聞
を
仲
介
し
、
両
者
の
全

国
組
織
の
間
に
療
養
給
付
の
委
託
に
関
す
る
私
法
上
の
協
定
を
締
結
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た
。

こ
れ
が
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
(
切
巾
ユ
5
2
〉

σ
}
8
5
5巾ロ〈
O
B
N
ω
-
U巾N
巾
ga

σ
巾
ニ
忠
ω
"
耳
目
E
E
ω
-
g・
)
で
あ
り
、
こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
金
庫
・

医
師
聞
の
紛
争
は
一
応
の
終
結
を
み
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
紛
争

の
発
展
経
過
か
ら
、
疾
病
金
庫
と
医
師
と
を
争
わ
せ
た
原
因
は
何
か
と
い

う
点
と
、
な
ぜ
ラ
イ
ヒ
政
府
が
こ
の
問
題
を

R
V
O
に
よ
る
立
法
的
解
決

で
は
な
く
ベ
ル
リ
ン
協
定
と
い
う
私
法
上
の
協
定
締
結
と
い
う
手
段
を
用

い
た
の
か
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。



第
一
節
金
庫
医
師
問
題
の
発
生
と
展
開

第
一
款
保
険
医
療
業
務
の
増
大
と
支
出
の
増
加

疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
紛
争
を
発
生
さ
せ
た
主
た
る
要
因
は
、
保

険
医
療
業
務
(
関
白
凹
印
巾
ロ
匂
『
白
色
白
)
の
増
大
で
あ
る
。
一
八
八
三
年
K
V
G

の
施
行
当
初
に
保
険
医
療
が
医
療
業
務
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
強
制
被

保
険
者
の
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て
な
さ
れ
た

K
V
G
の
改
正

が
被
保
険
者
の
範
囲
を
拡
大
し
、
給
付
内
容
を
改
善
し
た
た
め
、
保
険
医

療
業
務
が
増
加
し
、
保
険
診
療
の
取
扱
を
希
望
す
る
医
師
の
数
も
増
大
し

て
い
っ
た
。
以
下
、
被
保
険
者
数
の
増
大
を
中
心
に
、
こ
の
流
れ
を
概
観

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

一
八
八
三
年
K
V
G
一
条
は
保
険
の
適
用
事
業
と
し
て
一
八
八
四
年
の

災
害
保
険
法
と
同
じ
種
類
の
事
業
を
列
挙
し
、
こ
れ
に
従
事
す
る
賃
金
労

働
者
を
強
制
被
保
険
者
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

K
V
G
は
保
険
適

用
事
業
に
つ
き
列
挙
主
義
を
採
用
し
て
い
た
め
、
立
法
当
初
に
予
測
さ
れ

な
か
っ
た
同
種
の
労
働
者
に
対
す
る
保
護
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
次
弟
に

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

K
V
G適
用
事
業
の
拡
大
を
目
的
と
し

た
改
正
法
が
一
八
八
六
年
か
ら
あ
い
つ
い
で
成
立
し
て
い
っ
た
。

こ
の
種
の
立
法
と
し
て
は
、
ま
ず
一
八
八
六
年
に
成
立
し
た
「
農
林
業

被
用
者
の
災
害
お
よ
び
疾
病
保
険
に
関
す
る
法
律
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
同
法
は
、
農
林
業
に
従
事
す
る
被
用
者
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト
政
府

も
し
く
は
地
区
疾
病
金
庫
の
規
約
が
こ
れ
ら
の
農
林
業
被
用
者
を
保
険
の

対
象
と
す
る
限
り
で
、

K
V
G
を
適
用
す
る
と
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
一
八
九
二
年
の

K
V
G改
正
が
さ
ら
に
被
保
険
者
の
範
囲
を

拡
大
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
弁
護
士
な
ど
の
法
曹
事
業
に
従
事
す
る

賃
金
労
働
者
、
郵
便
お
よ
び
電
信
事
業
に
従
事
す
る
賃
金
労
働
者
な
ど
が

K
V
G
の
強
制
被
保
険
者
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九

O
三
年
の

K
V
G

改
正
は
強
制
被
保
険
者
の
範
囲
を
商
庖
の
庖
員
と
庖
員
見
習
に
も
拡
大
し

て
い
る
。

そ
の
結
果
、

K
V
G
の
被
保
険
者
総
数
は
、
一
八
九
一
年
の
七
、
三
四

三、

0
0
0人
(
総
人
口
比
で
一
四
・
八
%
)
か
ら
、
一
九
一

O
年
の
一

三
、
九
五
五
、

0
0
0人
(
総
人
口
比
で
一
二
・
六
%
)
に
ま
で
上
昇
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
給
付
内
容
の
改
善
も
な
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
、
一
九

O
三
年
改
正
に
よ
る
療
養
給
付
の
給
付
期
間
拡
大
(
一

三
週
間
か
ら
二
六
週
間
へ
)
は
、
保
険
医
療
業
務
を
著
し
く
増
加
さ
せ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
法
改
正
に
起
因
す
る
保
険
医
療
業
務
の
拡
大
は
、
保
険
診

療
に
関
与
す
る
医
師
の
数
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二

つ
の
現
象
を
も
発
生
さ
せ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
個
々
の
被
保
険
者
が
従

来
よ
り
頻
繁
に
保
険
診
療
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
い
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ま
ひ
と
つ
は
、
医
師
が
保
険
診
療
に
お
い
て
過
剰
な
診
療
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
被
保
険
者
に
よ
る
医
師
へ
の
報
酬
支
払

が
現
物
給
付
方
式
の
採
用
に
よ
り
不
要
に
な
っ
た
こ
と
が
主
た
る
要
因
と

(
日
}

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
者
は
、
保
険
診
療
の
内
容
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
広
範
な

裁
量
が
医
師
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
本
質
に
起

因
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
保
険
診
療
で
は
、
自
由
診
療
と
異
な
り
、
報

酬
額
や
費
用
等
が
患
者
の
経
済
状
態
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
医
師

(U) 

は
次
第
に
過
剰
な
薬
剤
の
投
与
等
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
保
険
診
療
が
医
師
に
と
っ
て
増
収
の
期
待
で
き
る
業
務
に

な
っ
て
い
っ
た
た
め
、
保
険
医
療
業
務
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
医
師
が
さ

ら
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
保
険
診
療
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
診
療
報
酬
が
増
大
し
、

(
日
)

次
第
に
疾
病
金
庫
財
政
を
圧
迫
し
て
い
っ
た
。
こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た

め
、
疾
病
金
庫
の
理
事
会
は
支
出
の
減
少
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
、
立
法

も
金
庫
財
政
を
保
護
す
る
方
向
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
、

ど
の
よ
う
な
法
改
正
が
な
さ
れ
た
か
、
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
款
支
出
抑
制
策
と
紛
争
の
契
機

保
険
医
療
業
務
の
増
大
と
そ
れ
に
関
与
す
る
医
師
数
の
増
加
は
、
金
庫

財
政
の
圧
迫
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
一
八
八
三
年
K
V

G
は
、
そ
の
立
法
時
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

保
険
診
療
に
よ
る
支
出
を
抑
制
さ
せ
る
べ
く
、
同
法
は
一
八
九
二
年
に
改

正
さ
れ
た
。
こ
の
法
改
正
は
、
支
出
抑
制
の
手
段
と
し
て
、
保
険
医
療
業

務
に
関
与
す
る
医
師
を
制
限
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

一
八
九
二
年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
六
条

a
一
項
六
号
と
二
六
条

a

二
項
二
号
b
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
金
庫
は

規
約
に
よ
り
、
療
養
給
付
を
指
定
の
医
師
寺
巾

E
B
B
Z
〉
司
区
巾
)
に
担
当

さ
せ
、
そ
れ
以
外
の
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
結
果
生
じ
た
費
用
に
つ
い

て
は
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
支
払
を
拒
絶
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
疾
病
金
庫
は
自
己
の
規
約
に

よ
り
医
師
を
一
方
的
に
選
択
し
金
庫
指
定
以
外
の
医
師
に
よ
る
保
険
診
療

を
認
め
な
い
制
度
を
「
金
庫
医
師
制
度
(
同
日
お

E
R
Z
3
g
g
)」
と
い

う
。
こ
の
制
度
は
、
被
保
険
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
医
師
の
選
択
が
金
庫

指
定
の
医
師
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
同
時
に
「
制
限
的
な
医

師
選
択
の
自
由

(σ
巾
凹
円
買
位
ロ

W
Z
守
色
巾
〉
円
N
門
委
白
}
己
)
L

と
も
い
わ
れ
て
い

た
。
当
時
財
政
が
窮
迫
し
て
い
た
疾
病
金
庫
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
シ
ス
テ
ム

を
採
用
し
た
。
加
え
て
、
周
年
の
改
正
は
、
金
庫
医
師
に
対
す
る
報
酬
額

お
よ
び
支
払
方
法
な
ど
も
一
方
的
に
金
庫
が
決
定
す
る
と
規
定
し
た
た

め
、
金
庫
業
務
を
委
託
さ
れ
た
医
師
は
ま
す
ま
す
苦
況
に
陥
っ
て
い
っ
た
。

北法40(4・116)950
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こ
れ
と
同
時
に
、
一
八
九
二
年
改
正
は
、
療
養
給
付
に
関
す
る
監
督
官

庁
の
監
督
権
限
を
強
化
し
て
い
た
。
同
年
改
正
に
よ
る

K
V
G
五
六
条

a
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
に
よ
る
療
養

給
付
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
被
保
険
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
監
督
官
庁
は

疾
病
金
庫
に
対
し
て
金
庫
の
指
定
し
た
以
外
の
医
師
と
の
契
約
締
結
を
命

令
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
金
庫
・

医
師
聞
に
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、
監
督
官
庁
が
介
入
し
、
そ
の
解
決
に

あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
立
法
措
置
は
、
従
来
は
完
全
に
金
庫
理
事

会
と
医
師
と
の
合
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
金
庫
医
師
聞
の
関
係
に
、
行
政

庁
に
よ
る
高
権
的
な
解
決
の
余
地
を
介
在
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
九
二
年
改
正
は
疾
病
金
庫
に
金
庫
医
師

契
約
の
内
容
を
一
方
的
に
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
金

庫
の
財
政
困
難
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
他
方
で

医
師
を
対
金
庫
と
の
関
係
で
経
済
上
の
従
属
関
係
(
さ
吉
田
与
え
E
n
y巾

〉
σ}忌
ロ
包

mwac
に
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
医
師
は
自
己
の

経
済
的
利
益
と
か
つ
て
の
威
信
を
回
復
さ
せ
る
べ
く
、
集
団
に
よ
る
金
庫

と
の
闘
争
を
決
意
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
款
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
の
成
立
と
そ
の
背
景

一
八
九
二
年
の

K
V
G改
正
と
疾
病
金
庫
の
採
用
し
た
金
庫
医
師
制
度

の
普
及
に
よ
り
、
今
度
は
医
師
の
側
が
苦
況
に
た
た
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
、

医
師
は
疾
病
金
庫
に
一
わ
れ
る
者
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
た
め
に
、
対
金

庫
と
の
関
係
で
経
済
的
に
不
利
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
医
師
側
が

団
結
し
団
体
交
渉
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
疾
病
金
庫
側
に
対
抗
し
よ
う

と
試
み
た
。

こ
の
当
時
、
医
師
の
職
能
代
表
組
織

G
E
E
2
2
m
g
Z
2
2ロ
)
と
し

て
の
医
師
会
(
〉
R
Z
}
S
E
E
R
)
が
、
す
で
に
各
ラ
ン
ト
に
存
在
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
医
師
会
は
、
各
ラ
ン
ト
の
法
律
も
し
く
は
法
規
命
令
に
基

づ
き
、
そ
の
多
く
は
強
制
加
入
の
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。
医
師

会
の
業
務
は
、
医
師
と
し
て
不
適
格
な
者
か
ら
医
師
身
分
を
懲
戒
と
し
て

剥
脱
す
る
「
医
師
名
誉
裁
判

Z
R
E
n
Z
E回『
g
m
q
一n
Z岳
民

5
5」
の

実
施
、
医
学
研
究
の
促
進
、
医
師
の
利
益
代
表
、
公
的
な
保
健
制
度
へ
の

関
与
、
医
事
立
法
へ
の
参
加
な
ど
で
あ
つ
お
v

こ
れ
ら
の
ラ
ン
ト
医
師
会
は
、
医
師
の
利
益
代
表
業
務
の
一
環
と
し
て
、

疾
病
金
庫
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
る
金
庫
医
師
契
約
の
斡
旋
、
交
渉
の
仲
立

ち
等
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
契
約
に
関

す
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
、
両
者
の
斡
旋
を
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
医
師
会
の
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
疾
病
金
庫
と
個
人
開

業
医
と
の
聞
の
橋
渡
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
苦
況
に
立
た
さ
れ
た
医
師

を
代
表
し
て
直
接
疾
病
金
庫
と
交
渉
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

北法40(4・117)951 
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ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ト
医
師
会
の
全
国
組
織
と
し
て
、
「
ド
イ
ツ
医

師
連
盟

(
U
2
g
n
Z
〉円

N
Z
2
2
5島
ロ
ロ
円
四
)
」
が
、
一
八
七
三
年
九
月
に

ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
設
立
さ
れ
て
い
お
v

こ
の
医
師
連
盟
は
、
先
の
ラ
ン
ト
医

師
会
業
務
に
加
え
て
、
医
師
名
誉
裁
判
の
第
二
審
と
し
て
の
裁
判
業
務
と
、

各
医
師
会
の
連
絡
調
整
を
行
っ
て
い
た
。

対
疾
病
金
庫
と
の
関
係
で
苦
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
医
師
側
は
、

こ
の
ド
イ
ツ
医
師
連
盟
や
先
の
ラ
ン
ト
医
師
会
の
大
会
に
お
い
て
医
師
の

立
場
を
改
善
す
る
た
め
の
決
議
を
行
い
、
官
庁
や
議
会
に
対
し
て
陳
情
書

や
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
医
師
会
組
織
の
権
能

お
よ
び
業
務
の
範
囲
は
、
各
ラ
ン
ト
の
法
令
等
で
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、

医
師
会
自
体
と
し
て
陳
情
書
の
提
出
を
超
え
た
運
動
、
例
え
ば
疾
病
金
庫

に
対
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
等
の
実
力
行
使
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
全
国
レ
ベ
ル
の
闘
争
組
織
が
必
要
と
さ
れ
、
一
九

O
O年

に
「
医
師
の
経
済
的
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
の
ド
イ
ツ
国
医
師
連
合
会

2
2
E
E
号
吋
〉

R
5
u
g
Z
E
S骨
N
R
巧
与
E
認
皆
均
三
3
・

印

n
E
E
W
Zロ
E
S
5
8
8
)
」
が
成
立
し
た
。
こ
の
団
体
は
、
結
成
さ
れ

た
地
名
に
因
ん
で
「
ラ
イ
プ
チ
ヒ
連
合

p
a官一
m
R
〈

qσ
自
己
)
」
と
称

さ
れ
た
が
、
後
に
そ
の
設
立
者
に
因
ん
で
「
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
(
出
国
立
ヨ
白
ロ
・

ロ
σロ
ロ
仏
)
」
に
名
称
を
変
更
し
て
い
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
、
そ
の
組
織

を
全
国
的
に
発
展
さ
せ
、
対
疾
病
金
庫
と
の
関
係
に
お
い
て
強
大
な
影
響

力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
が
、
疾
病
金

庫
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
闘
争
方
法
を
と
っ
て
い
っ
た
か
を
、
み
て
い
く

北法40(4・118)952

」
と
に
す
る
。第

四
款
組
織
に
よ
る
闘
争
の
激
化

先
に
紹
介
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
の
目
的
は
、
金
庫
の
経
済
的
優
位
に

対
し
て
医
師
の
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
利
益
の
主
張
に
よ

り
医
師
の
威
信
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
の
疾
病

金
庫
に
対
す
る
要
求
は
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
金
庫
業
務

の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
た
す
べ
て
の
医
師
を
金
庫
医
師
と
し
て
許
可
す
る

こ
と
、
②
個
人
的
な
契
約
を
団
体
的
な
契
約
に
代
え
る
こ
と
、
③
医
師
の

治
療
行
為
お
よ
び
処
方
の
自
由
、
お
よ
び
④
出
来
高
方
式
に
よ
る
医
師
へ

の
診
療
費
支
払
で
あ
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
、
疾
病
金
庫
が
こ
れ
ら
の
要
求
に
対
し
て
ま
ず
完

全
に
拒
否
の
態
度
を
と
っ
た
た
め
に
、
圧
力
手
段
で
こ
れ
ら
の
要
求
の
実

現
し
よ
う
と
し
た
。
圧
力
手
段
の
中
で
も
特
に
効
果
的
だ
っ
た
の
は
、
金

庫
構
成
員
に
対
す
る
医
師
の
治
療
行
為
拒
否
と
「
O
Z
-
2
2
と
い
う
手
段

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
わ
釦
〈
2
2
と
い
う
手
段
は
、
連
合
会
に
所
属
す
る
医

師
に
対
し
て
特
定
金
庫
と
の
契
約
締
結
を
拒
否
せ
よ
と
の
指
示
を
与
え
、

不
利
な
金
庫
医
師
契
約
の
締
結
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
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れ
ら
の
闘
争
措
置
が
あ
ま
り
に
も
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
疾
病
金
庫

は
金
庫
連
合
会
の
結
成
・
連
合
会
組
織
に
よ
る
対
抗
と
い
う
手
段
を
と
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
医
師
金
庫
聞
の
紛
争
は
、
「
連
合
会
」

レ
ベ
ル
で
の
よ
り
大
規
模
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
が
掲
げ
た
四
つ
の
要
求
項
目
の
う
ち
で
特
に
強
く
主

張
さ
れ
た
の
は
、
金
庫
医
師
の
許
可
と
報
酬
支
払
方
式
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
「
制
限
的
な
医
師
選
択

の
自
由
」
と
医
師
側
の
主
張
す
る
「
組
織
内
で
の
医
師
選
択
の
自
由

(
2・

m白
ロ
互
巾
『
仲
間
吋

2
8〉
R
Z
~一
回
匡
)
」
の
選
択
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
紛
争
が
展

開
さ
れ
た
。
こ
の
「
組
織
内
で
の
医
師
選
択
の
自
由
」
と
は
、
地
域
の
医

師
連
合
会
と
疾
病
金
庫
と
の
闘
で
金
庫
医
師
契
約
を
締
結
さ
せ
、
被
保
険

者
に
医
師
連
合
会
構
成
員
た
る
医
師
の
範
囲
で
医
師
の
自
由
選
択
を
保
障

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
一
九

O
四
年
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
と
ケ
ル
ン
で
大

規
模
な
紛
争
が
発
生
し
た
。
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
は
、
疾
病
金
庫
理
事
会
が
従

前
の
金
庫
医
師
に
対
し
て
契
約
の
締
結
を
拒
否
し
、
医
師
組
織
の
ボ
イ

コ
ッ
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
医
師
を
診
療
所
に
配
置
し
た
。
し
か
し
、

診
療
所
の
医
師
数
は
治
療
に
対
す
る
需
要
を
充
分
に
満
た
な
か
っ
た
た

め
、
監
督
官
庁
が
先
に
紹
介
し
た

K
V
G
五
六
条

a
に
基
づ
い
て
こ
れ
に

介
入
し
た
。
監
督
官
庁
は
、
疾
病
金
庫
に
対
し
て
「
組
織
内
で
の
医
師
選

択
の
自
由
」
に
基
づ
い
た
契
約
の
締
結
を
命
令
し
、
紛
争
は
一
応
の
解
決

を
み
た
の
で
あ
る
。

ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
お
け
る
闘
争
の
成
果
は
医
師
連
合
会
に
強
い
刺
激
を
与

え
、
紛
争
は
そ
の
規
模
と
激
し
さ
を
増
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
一
九
一

三
年
末
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
な
対
決
が
約
一
七

O
O地
区
に
お
い
て
発
生

し
た
。
そ
し
て
、
金
庫
医
師
問
題
は
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
根
本
的
な
解
決

を
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

1 

一
八
八
三
年
K
V
G
一
条
一
項
お
よ
び
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、

K
V
G適
用
対
象
事
業
は
、
鉱
山
、
製
塩
場
、
選
鉱
場
、
石
切
り

場
、
炭
坑
、
工
場
、
鉄
工
所
、
鉄
道
事
業
、
内
陸
水
運
業
、
造
船

所
、
建
築
業
、
手
工
業
、
ボ
イ
ラ
ー
な
ら
び
に
自
然
の
力
(
風
力

等
)
を
利
用
す
る
動
力
装
置
を
使
用
す
る
事
業
な
ど
と
さ
れ
て
い

る。

2 

こ
こ
で
い
う
賃
金
労
働
者
と
は
、
賃
金
も
し
く
は
給
与
を
対
価

と
し
て
特
定
の
事
業
に
就
業
す
る
者
を
い
う
。
こ
こ
で
い
う
賃

金
・
給
与
は
現
物
報
酬
で
も
よ
く
、
こ
れ
は
地
区
平
均
日
給
を
基

準
と
し
て
換
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

(
K
V
G
一
条
四

項
)
。
〈
包
・

ω己完・
ω
。B
Z・
ω
C
N
S
-
m
2
2
N
m
S
E
m
-
c
g
n
y
R
Z・

。
『
ロ
ロ
岳
山
関
係
当
ロ
ロ
仏
関
門
白
ロ
W
巾ロ〈巾吋回一
ny巾吋巳円高田『巾
nyグ
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《
凶
巾
印
関
田
川
易
自
国
司
N
H
円巾

n
Z
2・
。
。
同
呂
田
・
∞

-N2

(
M
m
)

こ
れ
ら
の
条
文
は
、

K
V
G
六
四
条
、
七
二
条
三
項
第
一
文
、

七
三
条
一
項
に
よ
り
、
経
営
体
疾
病
金
庫
、
建
築
業
疾
病
金
庫
お

よ
び
イ
ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫
に
準
用
さ
れ
て
い
る
。

(
口
)
こ
こ
で
い
う
緊
急
の
場
合
と
は
、
疾
病
に
よ
る
苦
痛
が
悪
化
す

る
危
険
も
し
く
は
苦
痛
が
増
加
す
る
危
険
が
迫
っ
て
い
る
場
合
を

い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
〈
m-・
ω吾川司自
ω
。ョ
-0・白・白・。
-wω-N弓・

(M)

原
文
で
は
、
で
き
る
(
宵
田
口
ロ
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
四
)
金
庫
医
師
制
度
に
つ
い
て
は
、
疾
病
金
庫
財
源
が
制
限
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
常
に
一
定
以
上
の
経
験
を
積
ん
だ
医
師
が
保
険
診
療

を
実
施
す
る
こ
と
、
お
よ
び
仮
病
の
防
止
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が

そ
の
長
所
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
た
。
〈
mFω
岳山司・
ω
O
B
S
-
同・白・

。よω-N3J

(却

)
ω
広
角
'ωos-0・白・白・
0
・・

ω-N話
一
〉
5
5
n
z
-
白・白・。
-w
∞
-E0・

(幻
)
ω
n
z口市川町九
m
F
白・白・
0
・・

ω・∞弓・

(
幻
)
こ
の
条
文
は
地
区
疾
病
金
庫
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
の
共
通

規
定
で
あ
る
。

(
幻
)

こ
れ
に
は
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
他
、

K
V
G
七
条
一
項

に
規
定
さ
れ
た
診
療
所
等
に
お
け
る
療
養
給
付
も
含
ま
れ
る
。

(
M
)
K
V
G五
六
条

a
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
者
の
最
低
限
コ
一

O
名
以

上
の
申
請
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
申
請
を
受
理
し
た
監
督
官
庁

は
、
金
庫
に
対
し
て
聴
聞
を
し
た
後
に
命
令
を
発
す
る
。

(
お
)
こ
の
命
令
に
対
す
る
不
服
は
、

K
V
G
五
八
条
一
項
に
基
づ
き
、

各
ラ
ン
ト
の
最
上
級
監
督
官
庁
が
審
査
す
る
。
ま
た
、
最
上
級
監

督
官
庁
の
裁
決
に
不
服
が
存
す
る
場
合
に
は
、
行
政
裁
判
所
へ
の

出
訴
が
許
さ
れ
て
い
た
。

(部

)
ω
n
yロ巾一色町タ白・白・。・・

ω・∞∞吋・

(
幻
)
言
問
ロ

-
5
2ロ
w
U
Z
切巾吋口問凹
5
2
E
切門田

-
r
a
g
g〈
ma--

m
n
y
m叫
w

一戸申。∞)・

ω・HA
F

品・

(
却
)
開
σ
巾
ロ
門
目
白
・
因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
で
は
一
八
九
六
年
三
月
二
三
日

の
法
律
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
八
八
七
年
五
月
二
五
日
の
法
規

命
令
に
、
パ

l
デ
ン
で
は
一
八
六
四
年
九
月
三

O
日
の
法
規
命
令

に
、
へ
ツ
セ
ン
で
は
一
八
七
六
年
一
二
月
二
八
日
の
法
規
命
令
に
、

そ
れ
ぞ
れ
基
づ
い
て
ラ
ン
ト
医
師
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
な
お
、
医
師
名
誉
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
宇
都
木
伸
「
西
ド

イ
ツ
医
師
職
業
裁
判
所
L

『
東
海
法
学
』
一
号
(
一
九
八
七
年
)
一

二
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
初
)
〉
号
巾
ス

Z-mm巾
吉
出
口
Pω
可
ロ
}
内
宮
門
司
白
ロ
門
出
口
口
m
-ロ
己
巾
ロ
円
巾
円

Z-

ロ
n
E
巾
ロ
切
巾
N}巾}】ロロ
m
g
N豆
∞
円
}
M

巾ロ

KMRN円
巾
ロ
ロ
ロ
弘
同
日
ロ
}
内
巾
ロ
-

W
白凹印巾ロア

0
2印ニ岡山ユ白ロ
mmuロ
H
U
川町一ω・

ω・
口
一
同
己
目
白
ロ
ロ
唱
曲
-PO--

北法40(4・121)955
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ω-Hhp品
問
.

(幻

)
Z
-
m
m
m
g同ロロ・目・白・
0
・wω
・
口
一
回
ハ
ロ
-B白ロ
P
白・白・

9
・∞

-E∞・

(幻

)
Z
-
m
m巾
ヨ
白

H5・同・由・
0
・・

ω・弓町内

(
お
)
〈
岡
戸
関
口
]
ヨ
出
口
P
出・白・
0
・・

ω-E町一
Z
一m
m自
由
ロ
P
白・白・
0.、
ωピ山一

同内】巾同門巾・同・同・
0
・・

ω・印
0

・

(担

)
Z
-
m
m巾
吉
田
口
P
白・国・
0
・wω
・昌一

ω門町ロ巾一色巾吋
w白・回・
0
・wω
・
∞
富
一

ω白ロ巾『
σ。『
P
同-白・
0
・
ω-N宏
一
同
Z
2巾・同・回・
0
・・

ω・印。一〉
5
5
n
z
w

白・白・
0
・・

ω・HA
F
C
-

(
お
)
ぐ
m--
〉
5
2
n宮
L
凶・白・
0
・・

ω-EC・

(お

)
ω
門町ロ巾一色

R-
白血・
0
・・

ω・
∞
∞
∞
一
一
百
巾
浮
巾
・
白
・
白
・
0
・・

ω
印。

(訂

)
ω
n
yロ
巾
広
巾
H
J

白・白・
0
・・

ω・∞
A
W

∞一

ω白ロ巾
H

・σ0「
P
白・白・。・・

ω-N由日一

問。巾円円巾咽白・白

0
・w
∞
-E・

(
お
)
地
区
疾
病
金
庫
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
の
成
立
以
前
の
一
八
九

四
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
ド
イ
ツ
地
区
疾
病
金
庫
中
央

連
合
会

(NB可
包
話
号
白

E

gロ
。
江
田
町
白
ロ

w
g
w白出回
g

5

0
2丹印
n
Eロ
刃
包
円
}
f
後
に
な
っ
て
、
出
回
口
問
】
同
〈
巾
号
釦
ロ
門
日
仏
巾
口
同
印
門

y
q

O
『
g
w
Eロ}向。ロ
w
g印
巾
ロ
と
改
名
し
た
)
を
結
成
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
一
九

O
七
年
に
は
、
ド
イ
ツ
経
営
体
疾
病
金
庫
連
合
会

(〈巾吋
σ白
孟
母
口
広
島
巾
『
∞
巾

E
S田
町
白
ロ

wgw曲
目
印
巾
ロ
)
が
結
成
さ

れ
て
い
た
。

(
却
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
報
酬
額
が
よ
り
多
く
な
る
出
来
高
方
式
が
、

医
師
の
側
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
。
〈
関
戸

ωnyロ巾山内凶巾門司国・由・
0
・・

∞
毘
一
一
百
巾
同

F
白・白・
0
・・

ω・印
ω
噌〉

5
5
n
z
-
白・白・。・

ω-EH・

〉
5
5
n
E
?
国-回・
0
・w∞
-
z
f
E
E丹市、白・白・
0.、
ω・巴片岡・

〉
5
5
n
z・同-白・
0
・wω
・HAH

〉
5
3
n
z・国-回・
0
・w
ω
E
H・
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(ω) 

(
H
U
)
 

(
必
)

第
二
節
一
九
一
一
年
ラ
イ
ヒ
保
険
法
の
成
立

第
一
款
社
会
保
険
改
革
と

R
V
O
の
成
立

金
庫
・
医
師
聞
の
紛
争
は
、
先
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
お
け
る
医
師
側
の
ボ

イ
コ
ッ
ト
を
契
機
に
、
全
国
的
な
規
模
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
紛
争
の
成
行
を
憂
慮
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
当
時
進
行
中
で
あ
っ
た
社

会
保
険
改
革
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
し

か
し
、
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
の
結
果
紛
争
は
ま
ず
ま
ず
激
化

し
た
。
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
に
い
た
っ
た
か
を
検
討
す
る

前
に
、
社
会
保
険
改
革
の
成
果
で
あ
る
一
九
一
一
年

R
V
O
の
成
立
過
程

か
ら
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

R
V
O成
立
の
背
景
に
は
、
疾
病
、
災
害
、
老
齢
廃
疾
(
後
の
年
金
)

の
各
社
会
保
険
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
運
営
組
織
を
有
し
、
社
会
保

険
制
度
全
体
が
極
め
て
複
雑
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
存
在
し
て
い



(
1
)
 
た
。
そ
の
た
め

一
八
九
五
年
頃
か
ら
、
こ
れ
ら
の
社
会
保
険
三
部
門
を

統
合
し
単
一
の
保
険
者
を
組
織
す
べ
き
と
の
要
求
が
ラ
イ
ヒ
政
府
や
議
会

の
内
部
で
発
生
し
、
次
第
に
社
会
保
険
改
革
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
一
九

O
三
年
四
月
に
ラ
イ
ヒ
議
会
が
全
会
一

致
で
社
会
保
険
改
革
の
実
施
を
決
議
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
も
社
会
保
険
三
部

門
の
統
合
を
骨
子
と
す
る
改
革
案
の
検
討
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

統
合
簡
素
化
案
に
は
反
対
意
見
が
続
出
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
そ
の
見
直
し

を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
組
織
さ

れ
て
い
た
保
険
担
当
機
関
に
は
、
産
業
界
や
政
党
な
ど
が
副
次
的
な
利
害

を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
よ
う

強
硬
に
主
張
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
保
険
部
門
の
統
合
簡
素
化
案
の
実
施
を

断
念
し
、
各
部
門
の
共
通
部
分
を
で
き
る
限
り
統
一
化
す
る
こ
と
に
改
革

方
針
を
変
更
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
受
け
て
一
九

O
九
年
四
月
連
邦

参
事
院
に
提
出
さ
れ
た

R
V
O第
一
法
案
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
改
革

の
骨
子
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
被
保
険
者
範
囲
の
よ
り
一
層
の
拡
大
、

給
付
内
容
の
改
善
と
向
上
、
細
分
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
疾
病
保
険
担
当
機

関
の
整
理
統
釘

rら
び
に
社
会
保
険
関
係
官
庁
お
よ
び
紛
争
処
理
手
続
の

統
一
化
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
一

O
年
三
月
に
、
ラ
イ
ヒ
宰
相
か
ら
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対

し
て
第
一
法
案
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
第
二
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い

る
。
第
二
法
案
の
審
議
過
程
で
は
、
疾
病
保
険
の
担
当
機
関
の
構
成
と
監

督
官
庁
の
統
一
化
に
関
す
る
部
分
が
問
題
に
な
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
議

会
多
数
派
の
合
意
が
得
ら
れ
て
い
た
た
め
、
審
議
は
順
調
に
進
み
、
一
九

一
一
年
五
月
に
終
了
し
た
。
そ
の
結
果
、

R
V
O第
二
法
案
は
、
同
日
賛

成
二
三
二
票
、
反
対
五
八
票
、
棄
権
一
五
票
で
可
決
、
成
立
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
一
九
一
一
年
の

R
V
O
は
、
六

編
、
一
七
九
三
の
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
桁
F

同
法
の
特
徴
は
、
監
督
、

紛
争
処
理
等
に
関
す
る
規
定
を
社
会
保
険
三
部
門
共
通
の
も
の
と
し
て
規

定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
紛
争
処
理
手
続
お
よ
び
保
険
部
門
相
互
間

の
調
整
手
続
は
、
か
な
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
現
行

法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
各
保
険
部
門
に
つ

い
て
も
、
人
的
適
用
範
囲
の
拡
大
、
給
付
の
改
善
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
一
九
一
一
年
R
V
O
が
金
庫
医
師
問
題
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
か
、
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

北法40(4・123)957

第
二
款
一
九
一
一
年
R
V
O
と
金
庫
医
師
問
題

一
九
一
一
年
R
V
O
は
、
社
会
保
険
三
部
門
に
関
す
る
共
通
規
定
の
整

備
、
給
付
内
容
等
の
改
善
と
い
う
当
初
の
立
法
目
的
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
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る
。
し
か
し
、
こ
の
立
法
は
、
そ
の
反
面
で
、
当
時
緊
迫
の
度
を
増
し
て

い
た
金
庫
医
師
問
題
を
一
層
激
化
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
産
み
出
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
金
庫
医
師
問
題
が

R
V
O
の
立
法
過
程
で
ど
の

よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
検
討
す
る
。

一
九
一

O
年
の

R
V
O第
二
法
案
は
、
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
、
ハ

ル
ト
マ
ン
連
盟
が
主
張
し
て
い
た
団
体
契
約

Ro--岳
巴
ヨ
巾
ス

Em)
制
度

の
導
入
を
予
定
し
て
い
た
。
こ
の
団
体
契
約
制
度
は
、
疾
病
金
庫
と
特
定

の
医
師
集
団
と
の
聞
に
療
養
給
付
の
委
託
を
目
的
と
し
た
契
約
を
締
結
さ

せ
、
こ
れ
に
よ
り
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
主
張
の
「
組
織
内
で
の
医
師
選
択
の

自
由
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
法
案
で
は
、

団
体
契
約
の
仲
介
機
関
と
し
て
、
新
た
に
契
約
委
員
会
(
〈
巾
ス

E
m回
目

g'

mnpzg
を
設
置
す
る
こ
と
も
予
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
契
約
委
員
会
は
上

級
保
険
局
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
医
師
・
金
庫
双
方
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
団
体
契
約
制
度
の
適
用
に
は
、
疾
病
金
庫
の
同
意
と
い

う
留
保
が
つ
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、

R
V
O第
二
法
案
は
、
療
養
給
付

の
委
託
方
式
と
し
て
、
こ
の
団
体
契
約
制
度
と
従
来
か
ら
多
く
の
金
庫
が

採
用
し
て
い
た
「
金
庫
医
師
制
度
」
の
双
方
を
規
定
し
、
そ
の
選
択
を
金

庫
の
規
約
に
委
ね
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
金
庫
が
規
約
に
お

い
て
団
体
契
約
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
意
思
を
表
明
し
な
い
か
ぎ
り
、

医
師
側
の
希
望
す
る
「
組
織
内
で
の
医
師
選
択
の
自
由
」
は
実
現
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
金
庫
医
師
問
題
に
対
す
る
立
法
者
の
つ
ぎ

の
よ
う
な
姿
勢
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
紛
争
の
状
態
を
考

慮
し
た
場
合
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
寸
組
織
内
で
の
医
師
選
択
の
自

由
」
を
す
べ
て
の
金
庫
医
師
関
係
に
と
り
い
れ
る
と
、
当
然
金
庫
側
の
非

難
を
一
一
招
来
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
立
法
者
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
決

定
に
つ
き
責
任
を
負
い
か
ね
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
疾
病
金
庫
に
は
、
地
区
、
経
営
体
ま
た
は
イ
ン
ヌ
ン
グ
と
い
っ

た
種
別
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
金
庫
は
種
別
ご
と
に
異
な
っ
た
金
庫
医
師
関

係
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
団
体
契
約
制
度
の
画
一
的
な
導
入
を
妨

げ
る
要
因
に
な
っ
て
い
お
v

立
法
者
の
、
こ
の
よ
う
な
逃
げ
腰
と
も
い
う

べ
き
姿
勢
か
ら
で
て
き
た

R
V
O第
二
法
案
の
規
定
は
、
当
然
、
医
師
・

金
庫
双
方
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
医
師
側
は
団
体
契

約
制
度
一
の
一
律
適
用
を
、
ま
た
金
庫
側
は
金
庫
医
師
制
度
の
一
律
適
用
を

強
硬
に
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
立
法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
ほ
と
ん
ど
金
庫
・
医
師

双
方
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
判
断
し
、
先
の
提
案
の
破
棄
を
決
定
し
た
。

そ
の
結
果
、
一
九
一
一
年
R
V
O
は
、
金
庫
医
師
関
係
を
、
個
々
の
疾
病

金
庫
と
個
人
開
業
医
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
個
別
契
約
の
規
律
に
原
則
と

し
て
委
ね
る
と
い
う
従
前
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

こ
れ
と
は
別
に
、
医
師
の
ス
ト
ラ
イ
キ
よ
る
療
養
給
付
の
欠
如

を
防
止
す
る
た
め
、

R
V
O
は
よ
り
強
力
な
権
限
を
金
庫
に
付
与
し
て
い

情
こ
れ
が
、

R
V
O
三
七

O
条
で
あ
る
。
同
条
は
、
「
疾
病
金
庫
が
(
医

師
に
よ
る
療
養
給
付
を
提
供
す
る
た
め
に
)
充
分
な
数
の
医
師
と
適
切
な

条
件
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
は
医
師
が
契
約
を
遵
守

し
な
い
た
め
に
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
場
合
L

、
当

該
疾
病
金
庫
に
上
級
保
険
局
の
措
置
を
求
め
る
権
限
を
付
与
し
た
。
上
級

保
険
局
は
疾
病
金
庫
の
申
請
に
基
づ
き
、
必
要
数
の
医
師
に
契
約
の
締
結

を
命
じ
る
か
、
も
し
く
は
疾
病
金
庫
に
対
し
て
療
養
の
給
付
の
代
わ
り
に

疾
病
手
当
金
の
三
分
こ
ま
で
の
現
金
給
付
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
規
定
の
導
入
に
よ
り
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
従
来
の
契
約
締
結
拒

否
や
怠
業
等
の
闘
争
手
段
を
奪
い
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た

め
、
医
師
側
は
、
従
来
に
増
し
て
強
力
な
対
抗
手
段
、
す
な
わ
ち
医
師
に

よ
る
全
国
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
。
こ
れ

と
同
時
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
、
医
師
の
結
束
を
高
め
る
た
め
、
金
庫

医
師
契
約
の
破
棄
を
指
示
し
た
。
他
方
、
各
疾
病
金
庫
の
連
合
会
は
、
傘

下
の
疾
病
金
庫
に
対
し
て
、
医
師
側
の
契
約
破
棄
闘
争
へ
の
対
抗
措
置
を

(
お
)

指
示
し
た
た
め
、
金
庫
と
医
師
と
の
全
面
衝
突
は
回
避
さ
れ
え
な
い
状
況

に
な
っ
た
。

，-
A
J
-

、

ナ
J

ナ
J

ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
も
は
や
療
養
給
付
の
確
保

は
難
し
い
と
判
断
し
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
と
金
庫
連
合
会
と
の
聞
に
話
合

の
場
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
政
府
は
、
こ
の
当
時
の
内
務
大
臣
で
あ
っ

た
デ
ル
プ
リ
ュ
ク
(
ロ
巳
σ昌
nw)
を
仲
介
入
に
立
て
て
、
双
方
の
代
表
者

を
ベ
ル
リ
ン
に
召
集
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
の
会
談
の
結
果
、
疾
病
金
庫
が

医
師
と
契
約
を
締
結
す
る
際
の
基
準
な
ど
に
つ
い
て
一
応
の
合
意
が
生
じ

た
た
め
、
こ
れ
を
書
面
で
明
示
し
、
そ
の
遵
守
を
双
方
が
約
束
す
る
に
至
っ

た
。
こ
れ
が
、
「
ベ
ル
リ
ン
協
定
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
同
協
定
は
一
九

一
三
年
二
一
月
二
三
日
に
締
結
さ
れ
、
そ
の
翌
年
か
ら
事
実
上
機
能
し
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。

1 

〈
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Nω
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・wω
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am-
。
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巾
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・

印
n
z
n
z
S
広
巾
門
田
ONE-巾
ロ
〈
巾

g
w
y巾円ロロ
m
N
Z
U巾ロ門的門医同ロ門戸

(〉円
σ色
丹
耳
目
ぐ
巾
門
的
。
話
ロ
ロ
肉
噂

E
N
g
・
ω・口
0

・

〈
m
F
m
g仏関巾
5
・印・同・。

Jω
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ω]戸
内
町
一
目
白
巾
巾
-m-mwb
・o・-ω-H∞叶

民
一
一
回
。
吋
田
仲
間
》
巾
同
巾
3
・
U
ぽ
の
巾
凹
n
z
n
Z巾門同巾吋印
O
N
E
S
D
ぐ巾吋凹ナ

円『岡市吋ロロ
mω
・
〉
ロ
巴
・
・
(
〉
回
関
白
丘
・
〈
R
E
m
-
E叶∞)・

ω・一志向同・

m
a仏m
m
L
円円白・白・
0
・wω-S∞
・
な
お
、
具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
団
体
が
保
険
者
組
織
に
付
着
し
た
副
次
的
な
利
益
を
既
得
権
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5 

と
し
て
擁
護
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
重
工
業
を
中
心
と
す
る
産

業
界
は
災
害
保
険
の
保
険
者
に
つ
き
経
済
的
・
政
治
的
な
利
益
を
、

企
業
経
営
者
は
疾
病
保
険
の
経
営
体
疾
病
金
庫
に
労
務
管
理
上
の

利
益
を
、
社
会
民
主
党
は
地
区
疾
病
金
庫
を
労
働
運
動
も
し
く
は

政
党
活
動
の
拠
点
に
し
て
い
た
た
め
政
治
的
な
利
益
を
、
そ
れ
ぞ

れ
有
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

刃包円山間州巾
5
・国-白・
0
・
ω・ωωN
一同-巾巾仲間・白血・
0
・・∞
-Eω
一司巾丹巾
3
・

白・白・。

-wω
・吋一吋・

〈
m
-
-
F
E
m
o
E
L・白・
0
・噂

ω・ωN∞-
K
V
G
は
、
疾
病
金
庫
組
織

の
大
部
分
を
一
八
七
六
年
の
共
済
金
庫
法
等
に
基
づ
き
設
立
さ
れ

た
金
庫
組
織
か
ら
受
け
継
い
で
い
た
た
め
、
一
九

O
O年
前
後
の

ド
イ
ツ
に
お
け
る
疾
病
金
庫
数
は
非
常
に
多
か
っ
た
。
一
九

O
六

年
の
ベ
ル
リ
ン
だ
け
で
も
、
五
五
の
地
区
疾
病
金
庫
、
五
四
の
経

営
体
疾
病
金
庫
、
一
九
の
イ
ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫
お
よ
び
一
つ
の

ゲ
マ
イ
ン
デ
疾
病
保
険
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
金
庫
の

分
散
状
態
は
、
当
然
一
金
庫
あ
た
り
の
構
成
員
数
の
減
少
を
引
き

起
こ
し
て
い
る
。

R
V
O発
効
前
の
疾
病
金
庫
数
二
三
二
七
九
の

う
ち
、
構
成
員
数
一

1
五
名
の
も
の
が
一
六

O
八
、
六

1
一
O
名

の
も
の
が
八
三
九
、
一
一

1
二

O
名
の
も
の
が
一
一
六
三
、
二
一

1
五

O
名
の
も
の
が
二
七
六
三
、
五
一

1
一
O
O名
の
も
の
が
四

{6) 

マ
) 

O
五

て

一

O
一
1
二
五

O
名
の
も
の
が
五
七
二
七
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
小
規
模
金
庫
の
構
成
員
は
常
に
金
庫
合
併
に
伴
う
付

加
給
付
の
変
更
や
金
庫
倒
産
に
よ
る
給
付
不
能
の
リ
ス
ク
に
さ
ら

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、
構
成
員
の
獲
得
を
め
ぐ

る
金
庫
聞
の
過
当
競
争
や
管
轄
争
い
が
生
じ
て
お
り
、
当
時
こ
の

問
題
が
か
な
り
深
刻
化
し
て
い
た
。
一
九
一
一
年

R
V
O
は
こ
の

よ
う
な
事
態
を
解
消
す
る
た
め
に
、
金
庫
構
成
員
数
の
下
限
を
設

定
し
、
こ
れ
を
超
え
な
い
金
庫
に
つ
い
て
は
そ
の
設
立
を
認
め
な

い
こ
と
に
し
た
(
一
九
一
一
年

R
V
O
二
四

O
条
お
よ
び
二
四
一

条
)
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
小
規
模
金
庫
は
大
幅
に
合
併
整
理
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
m-
〉
民
話
門
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hFH-一
民
自
由
ロ
ロ

¥ω-mmH・曲目白色

ω円}忌口町。
-NWU芯
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コ
w
z
cロ
何
色
巾
回
見
巾
一
門
町
田
〈
巾
吋
回
目
nym『口口問由回
HHM門
的
ロ
ロ
仏
抱
一
口
巾
閃
巾
・

∞
n
z
n
F
E
n
y巾
何
ロ
プ
三
n
E
Zロ
m--口一】)巾ロ門的門町巾ロ

ω。
NE-『巾円}見回目

〈
巾
コ
ぷ
ロ
色
町
・
〈
・
(
国
訪
問
・
)
噌
岡
山
口
2
1
n
E
Cロ
拘
己
2
ω
O
N一巳吋巾
n
z
z・

〉ロぽ一白
σ巾
色
合

-m巾円宮印刷】司巾
nyロロ
m
p
(
(
U

白
H
-
-
Z
3、B
白ロ
P
H也市山品
)

w

ω・
皆
同
・
第
二
章
第
二
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

K
V
G
は
疾
病
保

険
に
関
す
る
監
督
・
紛
争
処
理
手
続
に
つ
い
て
は
ラ
ン
ト
法
に
委

任
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
監
督
官
庁
の
組
織
・
手
続
等
は
各

ラ
ン
ト
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
他
方
、
一
八
八
四
年
災
害

北法40(4・126)960



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

保
険
法
は
、
災
害
の
証
明
手
続
に
お
け
る
被
災
労
働
者
の
証
明
リ

ス
ク
を
軽
減
さ
せ
る
必
要
か
ら
、
災
害
保
険
の
給
付
確
定
手
続
を

通
常
裁
判
所
と
は
別
個
に
設
け
、
こ
れ
を
ラ
イ
ヒ
保
険
局

(manz・

2
3
w
Z
Eロ
m
E
Bて
以
下
R
V
A
と
略
)
を
頂
点
と
す
る
保
険

局
の
管
轄
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
社
会
保
険
で
も
災
害
保
険

と
疾
病
保
険
の
監
督
官
庁
組
織
は
異
な
る
と
い
う
事
態
が
生
じ

た
。
一
九
一
一
年
R
V
O
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た

め
、
疾
病
保
険
の
監
督
・
紛
争
処
理
を

R
V
A
を
頂
点
と
す
る
保

険
局
に
移
管
し

(
R
V
O
三
O
条
以
下
)
、
以
後
す
べ
て
の
社
会
保

険
に
関
す
る
監
督
・
紛
争
処
理
は

R
V
A
の
管
轄
と
な
っ
た
。
な

お
、
監
督
官
庁
の
構
成
は
、
上
か
ら

R
V
A
(
ラ
イ
ヒ
の
最
上
級

保
険
官
庁
)
、
上
級
保
険
局
(
各
ラ
ン
ト
の
上
級
保
険
官
庁
)
、
保

険
局
と
い
う
三
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

(8)
河
何
日
門

K
m
E
L
F白・
0
・・

ω・ωωω
一同

zap
白・白・
0
・wω
・
邑
∞
一
司
巾
お
円
少

白・白・
0
・・

ω・吋吋・

(9)

ぐ
関
戸
河
内
町
円
回
想

E
L
F白・
0
・w
ω
-
a
R
疾
病
金
庫
の
自
主
運
営
組

織
の
構
成
に
つ
き
、
社
会
民
主
党
が
被
保
険
者
三
分
の
二
、
使
用

者
三
分
の
一
と
い
う
地
区
疾
病
金
庫
の
割
合
を
す
べ
て
の
疾
病
金

庫
に
適
用
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
他
方
、
ド
イ
ツ
工
業
家
連
盟

が
被
保
険
者
割
合
の
多
い
地
区
疾
病
金
庫
の
自
主
運
営
組
織
が
社

会
民
主
党
の
下
部
組
織
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、

強
く
こ
れ
を
改
善
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の

点
に
関
す
る

R
V
O
の
規
定
(
こ
れ
は
双
方
二
分
の
一
と
し
て
い

た
)
を
め
ぐ
っ
て
、
議
会
で
論
争
が
戦
わ
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
箸
方
幹
逸
「
帝
政
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
と

自
治
」
東
京
経
済
大
学
『
東
京
経
大
会
誌
』
一
二
五
号
(
一
九
八

二
年
)
一
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

(
日
)
〈
m--m色
色

m
m
E
L・白・
0
・wω
・ωωω
・
議
会
多
数
派
は
、
社
会
民
主

党
の
執
劫
な
改
正
要
求
に
対
し
て
、
沈
黙
し
た
ま
ま
何
も
答
え
な

い
と
い
う
戦
術
を
と
っ
た
た
め
、

R
V
O
の
審
議
は
こ
と
の
ほ
か

順
調
に
進
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(U)

反
対
は
、
社
会
民
主
党
と
国
民
党
だ
け
で
あ
っ
た
。

(ロ
)
R
V
O
は
段
階
的
に
発
効
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
老
齢
廃

疾
改
め
年
金
保
険
は
一
九
一
一
一
年
一
月
一
日
に
、
災
害
保
険
は
一

九
一
三
年
一
月
一
日
に
、
疾
病
保
険
は
一
九
一
四
年
一
月
一
日
に

そ
れ
ぞ
れ
発
効
し
て
い
る
。

北法40(4・127)961

(
日
)
六
編
の
う
ち
わ
け
は
、
以
下
の
通
り
。
第
一
編
は
監
督
官
庁
の

構
成
お
よ
び
保
険
者
の
自
主
運
営
に
関
す
る
総
則
規
定
、
第
二
編

は
疾
病
保
険
に
関
す
る
規
定
、
第
三
編
は
災
害
保
険
、
第
四
編
は

年
金
保
険
、
第
五
編
は
各
社
会
保
険
相
互
間
に
生
じ
る
費
用
償
遺
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な
お
、
こ

の
協
定
に
参
加
し
た
団
体
は
、
以
下
の
通
り
。
医
師
側
は
ド
イ
ツ

医
師
会
と
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
、
金
庫
側
は
ド
イ
ツ
経
営
体
疾
病
金

庫
連
合
会
、
ド
イ
ツ
地
区
疾
病
金
庫
中
央
連
合
会
、
ド
イ
ツ
疾
病

金
庫
総
連
合
会
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
疾
病
金
庫

連
合
会
も
加
盟
し
て
い
る
。

同wσ
巾ロ仏回・

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

第
三
節
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
内
容
と
そ
の
法
的
性
格

第
一
款
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
内
容

先
の
過
程
を
経
て
締
結
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、

お
よ
そ
つ
ぎ
の
二
点
に
分
け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
疾
病
金
庫
が
契
約
の

相
手
方
と
し
て
医
師
を
選
択
す
る
(
以
下
こ
れ
を
金
庫
医
師
の
許
可
ま
た

は
単
に
許
可
と
す
る
)
際
の
手
続
と
そ
の
選
択
基
準
に
関
す
る
規
定
で
あ

り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
金
庫
と
医
師
と
の
間
で
契
約
を
締
結
す
る
際
の
手

続
と
紛
争
が
生
じ
た
場
合
の
処
理
手
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
二
点
に
つ
き
順
に
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
金
庫
医
師
の
許
可
に
関
し
て
は
、
被
保
険
者
一
、
三
五

O
人
あ

た
り
に
つ
き
最
低
限
一
人
の
医
師
を
許
可
す
る
「
比
例
数
(
〈
巾
吾
包
吉
町
'

S
E
)
」
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
金
庫
医
師
と
し

て
許
可
さ
れ
る
医
師
は
、
必
ず
「
登
録
簿
(
〉
吋
立

g
m
E
R
)」
か
ら
選
任

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
医
師
登
録
制
度
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
金
庫

医
師
の
許
可
お
よ
び
登
録
に
あ
た
る
の
は
、
医
師
・
金
庫
双
方
か
ら
の
同

数
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
登
録
委
員
会
(
河
持
庄
司
白

5
・

国
各
口
四
)
L

で
あ
る
。
な
お
、
登
録
委
員
会
の
長
に
は
各
地
域
の
保
険
局
か

ら
派
遣
さ
れ
た
官
吏
が
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度

の
導
入
に
よ
り
、
疾
病
金
庫
の
窓
意
的
な
許
可
が
相
当
程
度
排
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
契
約
締
結
手
続
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、

金
庫
医
師
契
約
に
つ
き
「
金
庫
医
師
制
度
」
と
「
団
体
契
約
制
度
」
の
ど

ち
ら
か
一
方
を
画
一
的
に
採
用
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
選
択
を
個
別
具
体

的
な
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
協

定
に
は
、
個
別
の
契
約
内
容
を
具
体
的
に
規
律
す
る
規
定
は
み
ら
れ
ず
、

専
ら
契
約
締
結
に
か
か
る
当
事
者
間
の
合
意
の
形
成
手
続
の
み
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
続
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン

協
定
は
協
定
上
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

北法40(4・129)963
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協
定
上
の
機
関
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
金
庫

医
師
契
約
の
締
結
準
備
、
す
な
わ
ち
当
事
者
聞
の
合
意
を
事
前
に
形
成
さ

せ
る
「
契
約
委
員
会
(
〈
句
可
問
問
団
同

5
閉
門
町
己
目
)
」
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は

契
約
当
事
者
聞
に
紛
争
が
発
生
し
契
約
締
結
が
危
ぶ
ま
れ
る
場
合
に
両
者

の
斡
旋
を
行
う
「
仲
裁
局

(ω
与一注目白
B
C
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
契
約
当

事
者
の
意
見
を
聴
取
・
調
整
し
、
契
約
の
内
容
を
提
示
し
、
個
別
の
金
庫

医
師
契
約
は
委
員
会
の
提
示
し
た
契
約
内
容
に
し
た
が
っ
て
締
結
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
契
約
委
員
会
は
、
医
師
・
金
庫
双
方

か
ら
の
代
表
者
に
よ
り
同
数
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

仲
裁
局
は
、
契
約
委
員
会
の
提
示
し
た
条
件
に
対
し
て
当
事
者
双
方
の

合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
も
う
一
度
斡
旋
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
新

た
な
契
約
内
容
を
決
定
し
、
双
方
に
契
約
の
締
結
を
強
制
す
る
。
こ
の
仲

裁
局
は
、
医
師
・
金
庫
双
方
の
代
表
者
同
数
と
、
長
と
し
て
の
上
級
保
険

局
の
局
長
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
仲
裁
局
の
決
定
は
両
当
事

者
に
対
す
る
拘
束
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
決
定
は

旧
K
V
G
五
六
条

a
の
命
令
と
は
異
な
り
、
金
庫
・
医
師
双
方
を
拘
束
す

る
行
政
処
分
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
拘
束
力
は
単
に
協
定
に
基
づ
く
も
の

で
し
か
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、

財
産
権
に
か
か
る
請
求
権
が
問
題
な
る
争
訟
に
限
り
、
通
常
裁
判
所
に
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
他
、
個
別
契
約
の
解
除
に
つ
い
て

も
、
契
約
委
員
会
お
よ
び
仲
裁
局
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
金
庫
に
よ
る
医
師
の

選
択
と
契
約
の
締
結
に
関
す
る
手
続
を
規
定
し
、
そ
の
経
由
を
ハ
ル
ト
マ

ン
連
盟
と
各
金
庫
連
合
会
の
構
成
員
に
規
範
と
し
て
遵
守
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
協
定
は
法
令
で
は
な
く
ま
た
法
令
に
基
づ
く
も
の

で
も
な
い
た
め
、
各
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
そ
の
拘
束
力
は
協
定
の
法

的
性
格
か
ら
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
拘
束
力

に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
な
性
格
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

北法40(4・130)964

第
二
款
ベ
ル
リ
ン
協
定
と
労
働
協
約

ベ
ル
リ
ン
協
定
の
当
事
者
は
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
と
各
種
金
庫
連
合
会
と

い
う
団
体
で
あ
り
、
双
方
の
構
成
員
が
協
定
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
労
働
協
約
に
類
似
し
た
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
実
際
に
も
、
金
庫
医
師
契
約
は
雇
用
契
約

(
B
G
B
六
一
一
条

以
下
)
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
医
師
が
金
庫
と
の
関
係
で
経
済
的
な
従
属
関

係
に
あ
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
ベ
ル
リ
ン
協
定

の
背
景
に
あ
っ
た
事
情
は
労
働
協
約
の
そ
れ
に
か
な
り
近
似
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
医
師
側
が
既
存
の
医
師
会
組
織
と
は
別
に
ハ
ル
ト
マ
ン
連

盟
を
結
成
し
、
闘
争
手
段
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
(
〉

50

8
R
E口
問
)
等
を
用
い
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
師
側
が
か
な
り



労
働
組
合
運
動
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
と
思
わ

れ
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
を
こ
の
当
時
の
労
働
法
学
の
立
場
か
ら
評
価

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
労
働
協
約
と
し
て
の
性
格
は
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
医
師
が
疾
病
金
庫
と
の
関
係
で
い
わ
ゆ
る
「
労
働
者
(
〉
号
包
芯
『
)
」

と
し
て
評
価
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
き
詳
述
す

る
。
当
時
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
者
」
概
念
を
判
断
す
る
際
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
は
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
聞
に
人
的
で
か
つ
一
定
程
度
の
経
済

的
な
従
属
関
係
(
宮
門
忌
ロ
ロ

n
Z
S仏
百
腎
豆
m
g
c
B
Pロ
m巾
Eny

当
町
g
n
}
g
E
W
Y巾
〉
σ}回以ロ
m-mwaH〈
巾
吾
箆
宮
町
)
の
存
在
で
あ
る
。
カ
ス

ケ
ル
(
巧
・
穴
白
呉
巾
]
)
は
、
こ
れ
を
、
被
用
者
が
労
務
の
提
供
(
場
所
、

時
間
、
器
具
お
よ
び
作
業
方
法
)
に
つ
き
使
用
者
の
指
示
に
従
う
義
務
を

負
う
と
い
う
点
か
ら
判
断
し
、
ま
た
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ

i
(
出
・
∞
一
口
N
'

ya自
由
『
)
は
、
労
務
提
供
の
義
務
を
負
う
者
が
一
定
の
労
働
時
間
の
遵
守

を
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
を
人
的
従
属
関
係
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

B
G
B制
定
後
の
学
説
が
雇
用
契
約
を
、
こ
こ
で

い
う
人
的
な
従
属
関
係
の
存
否
と
い
う
点
か
ら
、
「
労
働
契
約
」
と
「
独
立

雇
用
契
約
(
印
巳

g
g
g
D島
m
R
E
g印
守
句
同
日
開
)
」
と
に
分
け
て
い
る
こ

と
に
対
応
し
て
い
る
。

後
者
の
概
念
は
、

B
G
B
が
雇
用
契
約
と
委
任
契
約
と
を
役
務
の
無
償

性
で
区
別
し
、
医
師
や
弁
護
士
等
を
当
事
者
に
す
る
契
約
を
委
任
契
約
に

含
め
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
特
に
医
療
契
約
の
場
合
、
疾
病

の
治
癒
と
い
う
成
果
に
つ
き
不
確
定
な
要
因
が
多
く
、
ま
た
治
療
行
為
に

お
け
る
医
師
の
専
門
的
な
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
特

質
を
顧
慮
す
る
た
め
に
独
立
雇
用
契
約
と
し
て
労
働
契
約
と
区
別
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
疾
病
金
庫
と
医
師
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
る
療
養
給

付
の
委
託
契
約
に
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
庫
・
医
師

間
の
委
託
契
約
は
、
現
物
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
役
務
を
被
保
険
者
に

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
も
の
の
、
金
庫
は
個
別
の
治
療
に
関

す
る
指
示
や
監
督
を
医
師
に
行
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

で
、
患
者
と
医
師
と
の
間
で
直
接
締
結
さ
れ
る
医
療
契
約
と
、
金
庫
医
師

契
約
と
の
聞
に
、
本
質
的
な
差
異
は
み
ら
れ
な
い
。

確
か
に
、
経
済
的
な
従
属
関
係
の
存
在
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
医
師

が
専
ら
疾
病
金
庫
か
ら
の
報
酬
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
に

は
、
こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
金
庫
・
医
師
聞
の
契
約
は
、
病

院
と
病
院
勤
務
医
の
契
約
と
は
異
な
り
、
治
療
の
場
所
や
器
具
の
選
択
等

に
つ
き
金
庫
か
ら
直
接
指
示
を
受
け
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
仮
に
金
庫
が

財
政
上
の
理
由
か
ら
療
法
や
処
方
等
に
制
限
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
患
者
の
治
療
に
と
り
充
分
か
つ
適
切
で
あ
る
と
い
う
程

度
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
、
個
別
的
に
金
庫
が
医
師
に
何
か
指
示
す
る

北法40(4・131)965 
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と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
金
庫
と
医
師
と
の
聞
の
人
的
従
属
関
係
は
否
定
さ

れ
、
そ
の
結
果
医
師
は
「
労
働
者
」
に
あ
た
ら
ず
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
労

働
協
約
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
ど
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が

参
照
し
た
文
献
の
多
く
が
詳
述
す
る
こ
と
な
く
、
後
に
ベ
ル
リ
ン
協
定
が

機
能
し
な
く
な
っ
た
事
実
に
着
目
し
て
、
同
協
定
の
法
的
拘
束
力
の
脆
弱

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
唯
一
ニ

1
グ
マ
ン
(
〉

-z-mm冊
目
白
ロ
ロ
)
だ

け
が
こ
の
点
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
た
め
、
以
下
彼
の
所
説
に
し
た

(
却
)

が
っ
て
こ
の
協
定
の
法
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ベ
ル
リ
ン
協
定
と
規
範
設
定
契
約

ベ
ル
リ
ン
協
定
の
法
的
性
格
を
説
明
す
る
際
に
、
規

範
設
定
契
約

(
Z
R
B
2
2
ュgm)
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。
こ
の

概
念
は
、
も
と
も
と
労
働
協
約
を
法
的
に
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
彼
は
そ
の
説
明
の
多
く
を
一
九
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ヒ
ユ
ツ
ク

(
出
口

RW)
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
。
労
働
協
約
は
、
利
害
を
共
有
す
る

復
数
の
労
働
者
(
組
合
)
と
使
用
者
が
個
別
の
労
働
契
約
の
内
容
を
事
前

に
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
別
契
約

に
関
す
る
事
前
の
規
範
設
定
は
労
働
法
だ
け
の
特
殊
な
現
象
で
は
な
く
、

第
三
款

ニ
l
グ
マ
ン
は
、

ベ
ル
リ
ン
協
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
以
外
の
法
領
域
に
も
発
生
し
て

い
た
(
例
え
ば
同
業
者
聞
に
お
け
る
価
格
協
定
の
約
款
な
ど
)
。
ヒ
ユ
ツ
ク

は
、
こ
の
点
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
規
範
設
定
に
か
か
る
取
り
決
め
を
「
規

範
設
定
契
約
」
の
名
の
下
に
総
称
し
、
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
論
化
し

て
い
る
。

北法40(4・132)966

規
範
設
定
契
約
と
は
、
債
務
法
上
の
個
別
契
約
(
印
与
三
今

Rzrz

回
目
己
認
可
同
Em)
の
基
準
と
な
る
べ
き
規
範

(
Z
R
B
)
の
設
定
を
目
的

に
し
た
契
約
で
あ
り
、
そ
の
典
型
例
が
労
働
協
約
で
あ
る
。
こ
の
契
約
は
、

す
で
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
ま
た
は
こ
れ
か
ら
締
結
さ
れ
る
個
別
契
約
の

内
容
を
規
律
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
契
約
の
当
事
者
の
利
害
関
係
を

規
律
し
、
も
し
く
は
取
引
を
簡
易
迅
速
な
も
の
に
す
る
。
ま
た
、
規
範
設

定
契
約
は
個
別
契
約
の
存
在
を
前
提
に
す
る
た
め
、
本
契
約
の
締
結
そ
れ

自
体
を
債
務
の
内
容
と
す
る
予
約
契
約
と
区
別
さ
れ
、
こ
の
点
で
も
独
自

の
存
在
意
義
を
有
す
る
。

ヒ
ユ
ツ
ク
は
、
さ
ら
に
規
範
設
定
契
約
を
、
設
定
さ
れ
た
規
範
が
当
事

者
に
対
し
て
与
え
る
拘
束
の
度
合
い
か
ら
、
つ
ぎ
の
三
つ
に
類
型
分
け
し

て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
は
「
指
導
要
綱
的
契
約

(
E
n
F
E
E
g
s
ュEm)
」

で
あ
り
、
こ
の
契
約
の
規
範
は
個
別
契
約
の
締
結
時
に
当
事
者
の
意
思
が

推
定
さ
れ
る
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
第
二
は

「
債
務
的
規
範
設
定
契
約
(
凹
門
町
三
骨

2
z
z
n
F
R
Z
2
B
2
2
ユEm)パ
)
で
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こ
れ
は
労
働
協
約
で
い
う
と
こ
ろ
の
債
務
的
効
力
の
み
を
有
す
る

契
約
で
あ
る
。
第
三
は
「
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
規
範
設
定
契
約

(
5
n
z
F

S
号
吉
色

5
2
Z
c
B巾ロ
〈

2
5
m品
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
設
定
さ
れ
た

規
範
が
当
事
者
意
思
と
は
無
関
係
に
個
別
契
約
の
内
容
に
な
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
規
範
的
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
第
三
の
類
型
の
場
合
、
そ
の
規
範
が
強
行
法
規
と
同
様
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
規
範
設
定
契
約
の
当
事
者
が
制
定
法
に
よ
る
特
別

の
受
権
に
基
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
特

別
法
に
よ
る
規
律
が
存
在
し
な
い
限
り
、
第
三
類
型
の
規
範
設
定
契
約
は

存
在
せ
ず
、
こ
の
当
時
す
で
に
法
制
化
さ
れ
て
い
た
労
働
協
約
以
外
は
す

べ
て
第
一
類
型
か
第
二
類
型
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ル
リ
ン
協
定

は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
医
師
と
金
庫
と
の
聞
に
人
的
従
属
関
係

が
存
在
し
な
い
た
め
、
労
働
協
約
に
は
あ
た
ら
な
い
。
で
は
、
ベ
ル
リ
ン

協
定
は
、
第
一
類
型
と
第
二
類
型
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一一
1
グ
マ
ン
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
規
定
か
ら
協
定
当
事
者
の
意
思
を

類
推
し
、
こ
れ
を
判
断
し
て
い
る
。
同
協
定
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

当
事
者
で
あ
る
金
庫
連
合
会
と
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
に
対
し
て
、
契
約
委
員

会
や
仲
裁
局
の
設
置
お
よ
び
協
定
の
遵
守
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
ニ

l
グ
マ
ン
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
が
単
な
る
意
思
の
確
認
で
は

な
く
、
双
方
に
協
定
の
遵
守
に
か
か
る
債
務
を
負
わ
せ
て
い
る
と
理
解
し
、

あ
り
、

こ
れ
を
債
務
的
規
範
設
定
契
約
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
債
務
的
規
範
設
定
契
約
で
あ
り
、

協
定
当
事
者
で
あ
る
金
庫
連
合
会
と
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
協
定
の
遵
守
に

つ
き
債
務
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
後
に
、
ベ
ル
リ
ン

協
定
の
法
的
性
格
を
先
述
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
同
協
定
の
効
力

が
ど
の
よ
う
に
し
て
各
団
体
の
構
成
員
に
及
ぶ
の
か
と
い
う
点
か
ら
、
協

定
の
実
効
性
と
そ
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
款
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
実
効
性
と
そ
の
存
在
意
義

ベ
ル
リ
ン
協
定
の
道
守
に
つ
い
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
と
金
庫
連
合
会

は
そ
れ
ぞ
れ
債
務
を
負
担
す
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
当
事
者
が
協
定
違
反

を
犯
し
た
場
合
に
は
、
当
然
他
方
が
協
定
の
遵
守
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
は
、
各
団
体
の
構
成
員
が
ベ
ル
リ
ン
協
定
に
違
反
し
た
場
合

に
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
、
ま
た
そ
の
効
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、
各
団
体
の
構
成
員
に
協
定
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を

各
団
体
に
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
履
行
手
段
に
つ
い
て
明
示
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
同
協
定
は
団
体
聞
の
契
約
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
遵
守
と
い

う
債
務
を
個
々
の
構
成
員
が
直
接
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
も
原
則
的
に
は

あ
り
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
各
団
体
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
構
成
員
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に
協
定
を
遵
守
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
各
団
体
の
内
部
法
す
な
わ

ち
規
約
や
定
款
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
団
体

の
規
約
や
定
款
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
詳
細
に
紹
介
し
た
資
料
が

入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
具
体
的
な
手
段
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ

(ω) 
る
。
た
だ
、
こ
の
協
定
が
結
局
の
と
こ
ろ
遵
守
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う

事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
各
団
体
と
も
さ
ほ
ど
有
効
な
強
制
手
段
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
協
定
の
遵
守
と
い
う
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責

任
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
規
範
設
定
契
約
の

当
事
者
が
権
利
能
力
を
有
す
る
か
否
か
で
賠
償
責
任
の
範
囲
が
異
な
る
た

め
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
は
、

(
日
)

既
存
の
医
師
会
と
は
異
な
り
、
特
別
の
法
令
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、
ま
た

金
庫
連
合
会
も
一
九
一
一
年
R
V
O
に
直
接
の
根
拠
を
有
し
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
権
利
能
力
を
取
得
す
る
べ
く
、

B
G
B
二

一
条
に
い
う
非
営
利
社
団
(
巳

nZ41
ユR
E
S
-
n
Z
〈
巾

E
Z
m
)
と
し
て

社
団
登
記
簿
に
登
録
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
団
体
は

登
記
に
成
功
し
た
た
め
、
す
べ
て
権
利
能
力
を
有
す
る
私
法
上
の
社
団
法

(
臼
)

人
に
な
っ
て
い
る
。

ヒ
ユ
ツ
ク
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
団
体
が
権
利
能
力
を
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
賠
償
責
任
の
範
囲
は
団
体
の
財
産
に
限
ら
れ
、
個
々
の
構
成
員

に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ベ
ル
リ
ン
協
約
の
当
事

者
が
い
ず
れ
も
権
利
能
力
あ
る
社
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
債

務
不
履
行
に
基
づ
く
賠
償
責
任
も
各
構
成
員
に
は
及
ば
ず
、
賠
償
責
任
と

い
う
点
か
ら
も
協
定
道
守
の
誘
因
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
以
上
み
て
き
た

よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
金
庫
・
医
師
聞
の
契
約
締
結
手
続
の
遵
守
を

各
構
成
員
に
求
め
て
は
い
た
が
、
こ
れ
を
法
的
に
強
制
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
点
で
、
そ
の
実
効
性
は
著
し
く
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
ベ
ル
リ

ン
協
定
に
関
し
て
は
、
多
く
の
論
者
が
契
約
委
員
会
や
仲
裁
局
な
ど
の
諸

機
闘
が
後
の
制
度
に
直
接
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
の

立
法
政
策
上
の
意
義
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
評
価
す
る
な
ら
ば
、
同
協
定
が
立
法
政
策
の
う
え

で
遺
し
た
足
跡
は
か
な
り
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
一
九

一
一
年

R
V
O
の
立
法
者
が
金
庫
・
医
師
問
の
紛
争
状
態
に
悲
観
的
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
一
時
的
に
で
は
あ

れ
紛
争
解
決
へ
の
合
意
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
後
の
立
法
作
業
へ
の
大
き

な
誘
因
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
に
基

づ
い
て
設
置
さ
れ
た
機
関
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
種
々
の
斡
旋
仲
介
活
動

は
、
各
地
域
に
お
け
る
金
庫
と
医
師
と
の
協
力
関
係
を
形
成
し
、
既
成
事

実
と
し
て
こ
れ
ら
の
機
関
の
有
用
性
を
認
め
さ
せ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、

北法40(4・134)968
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ベ
ル
リ
ン
協
定
の
締
結
と
実
施
は
、
こ
の
協
定
の
方
式
が
金
庫
医
師
関
係

の
規
律
に
適
す
る
と
の
認
識
な
い
し
は
経
験
を
、
立
法
者
の
み
な
ら
ず
当

事
者
聞
に
ま
で
育
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、
金
庫
と
医
師
と
の
聞
の

契
約
関
係
を
当
事
者
自
身
が
規
律
す
る
と
い
う
金
庫
医
師
法
シ
ス
テ
ム
の

原
型
を
、
創
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
き
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
自

体
は
、
個
々
の
医
師
や
金
庫
に
対
す
る
法
的
な
強
制
を
欠
い
て
い
た
た
め
、

そ
の
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
調
整
機
能
を
充
分
に
発
揮
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
協
定
の
前
提
に
あ
っ
た
医
師
と
金
庫
聞
の
合
意
は
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
の
前
に
も
ろ
く
も
崩
壊
し
、
協
定
は
期
限
切
れ

と
と
も
に
破
棄
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
金
庫
医
師
関
係
は
新
た
な
局
面
を

向
え
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
を
べ

l
ス
に
し
た
立
法
が
ワ
イ
マ

l
ル
期
に
企
図

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
包
・
の
巾
O
円
関
〉
5
5
n
z
w
dぴ
巾
『
門
同
町
ロ
〉
ロ
mm出口閃回目】ロロ}内同色巾円

切巾
N
円
四
『

M
Z
口
問
自
己
巾
吋
〉
吋
N
丹市

N
Z

号
ロ
関
門
田
口
}SD-S印印巾ロ
(
N
-

、H
，巾己)唱

N
岡
山
山
呂
叶
印

ω
E
N

(
2
)

ベ
ル
リ
ン
協
定

2
号

1
項
。
ま
た
、
家
族
に
対
す
る
療
養
給
付

が
規
約
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
一
、

0
0
0人
に
最

低
限
一
人
の
割
合
に
な
る
。

l 

3 

〈
m--u-巾
件
巾
叶
同
庁
同
門
巾
・
。
佐
町
内
白
mv
印
巾
ロ
〈
巾
「
守
山
関
巾
a
m
w
吋印
ONE-巾ロ

関門担問
Mr巾ロ
4
巾『回一
nymH・ロロ
m
p

。{凹凹・・吋口一
u
E
m巾口同山
W
A

お

ω・印由民・一

〉
F
m
3
z
-
m
m巾
ヨ
白
ロ
P
ω
門『
Z
W
E
コE
ロ
門
出
口
口
問
一
口
門
田
巾
ロ
吋
巾
円

Za

--ny巾
ロ
∞
巾
N
-
巾F
Z
口
開
巾
ロ
〉
巾
『
N

同
巾
ロ
ロ
ロ
己
穴
門
出
口
付
巾
ロ
}
内
回
目
的
巾
ロ
ア

4 

U
U的
・
・
開
ユ
白
ロ
m
o
D
H
由
ωωω
・ωω
同町・

ベ
ル
リ
ン
協
定
一
号
二
項
第
二
文
。

ベ
ル
リ
ン
協
定
一
号
一
項
第
一
文
。

(5) 

6 

同]巾円

F
白・白・

0
・
ω‘色・

ベ
ル
リ
ン
協
定
三
号
。

〈
mt
・附内]巾同丹市・同・白

0
・咽

ω・2
R
・
Z
-
m
m
g
gロ
P
白・白・。

Jω
・ω印

町内・一

ω山口巾円
σ。
門
口
、
豆
町
田
W
E巧
-nEZEm
母
印
訳
出
回
目
ぬ
口
同
門
N
同門巾
n
z
g
w

o
o同
日
申
印
ω
ω
・N
由一山・

7 8 (9) 

(
叩
)

(
日
)

(
臼
)

ベ
ル
リ
ン
協
定
四
号
一
項
。

〈
肉
]
・
町
内
-
巾
芹
タ
白
白
・

9
・
ω・呂町内・
LL-mm巾円出血ロ
P
国-白・
0
・wω
・ω品
目

ベ
ル
リ
ン
協
定
五
号
一
項
。

ベ
ル
リ
ン
協
定
五
号
三
項
。
〈
m-・
町
内
一
巾
門
戸
白
血
・
0
・・

ω-E・
こ
の

当
時
の
解
釈
と
し
て
、
仲
裁
局
の
決
定
に
よ
る
契
約
当
事
者
の
義

務
を
履
行
さ
せ
る
た
め
に
、
保
険
局
が
監
督
官
庁
と
し
て
介
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
解

釈
は
、

R
V
O三
O
条
が
官
庁
の
監
督
権
限
を
法
律
と
規
約
に
よ

北法40(4・135)969
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る
義
務
履
行
に
限
定
し
て
い
た
た
め
に
、
成
り
立
た
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。

(
日
)
本
章
第
一
節
第
二
款
を
参
照
。

(M)

ベ
ル
リ
ン
協
定
六
号
。
そ
の
他
の
紛
争
は
仲
裁
裁
判
所
に
よ
り
、

裁
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

(
日
)
第
二
章
第
三
節
第
三
款
を
参
照
。
〈
包

-
E
2
F
白・曲。・・

ω-N∞

同町・一一
z-mm叩自由ロ
P
白・白・。・・

ω-ER-

(時

)
Z
-
m
m
g白ロロ・白・白・
0
・・

ω
・
ロ
一
の
ロ
ロ
神
宮
町
吋

ωnFロ巾山内凶
2
・
豆
町

開ロ
7
1
n
E
Zロ
m
a巾
『
∞
巾
N一-巾
V
Z口問巾ロ

Nd司
2
n
y巾
ロ
〉
円
N
R
ロロ仏

関門白ロ}内巾ロ}内白凹凹巾・ロ
O
関
同
国
∞

Hω
・∞町、『・

(
げ
)

(
刊
日
)

(
日
)

〈拘}・同
0
2
z
-
白・白・
0
・w
∞
-E-

z
m
m巾
自
白
ロ
P
釦-陪・
0
・・

ω-E-

当
国
】
同
市
司
関
白
田
W
巾戸、〉吋一
σ
a
z
z
n
F同
M
〉
口
町
戸
、
(
]
ロ
ロ
ロ
凹

ωHUユロ・

関巾
F
H由
N
印
)
・

ω
・ω。・

(
却
)
出
口
ぬ
。

ω山口
N
y
a
g
m
F
C
Eロ巳
N口問州市川広冊目〉円
σ色丹田『巾円
F
Z
N

〉
C
出
・
・
(
の
ロ
叩
仲
田
〈
出
回
ny巾吋・戸市甲
N
3
・
ω-MMN・

(
幻
)
高
鳳
英
弘
「
診
療
契
約
の
特
質
と
内
容
(
一
)
|
|
西
ド
イ
ツ

の
議
論
を
中
心
に
|
|
」
『
民
商
法
雑
誌
』
九
六
巻
六
号
(
一
九
八

七
年
)
三
七
頁
、
四
六
頁
以
下
を
参
照
。

(
詑
)
高
出
馬
前
掲
注
(
幻
)
四
七
頁
。

(
お
)
高
出
馬
前
掲
注
(
幻
)
四
七
頁
以
下
。

(
剖
)
〈
関
戸
穴
}
巾
同
丹
市
・
白
・
白
・
0

・・

ω
-
S
L
L
-
m
m巾
自
由
ロ
P
白・白・
0

・w∞
-
E
-

(
お
)
医
師
の
治
療
行
為
に
よ
る
受
益
者
が
第
三
者
(
被
保
険
者
)
と

い
う
点
で
通
常
の
医
療
契
約
と
異
な
る
が
、
人
的
従
属
関
係
が
な

い
と
い
う
点
や
結
果
で
は
な
く
労
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ

る
点
な
ど
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

(お

)
Z
-
m
m巾
ヨ
白
ロ
P
白・同・
0
・wω
・ロ・

(訂

)

Z
一m
m巾同白血ロ
P
由・白・
0

・w
ω
-
E

(お
)
Z
-
m
m
m
B田口口
w白・白・
0

・
ω
-
E
-
w
N由・

(
却
)
ニ

1
グ
マ
ン
の
論
文
は
、
注

(
3
)
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
、
後
に
紹
介
す
る
一
九
三
二
年
法
の
成
立
直
後
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
九
三
三
年
)
。
つ
ま
り
、
同
論
文
で
の
議
論
は
、
成

立
し
た
ば
か
り
の
一
九
三
二
年
法
と
の
比
較
で
ベ
ル
リ
ン
協
定
を

法
的
に
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
も
敢
え
て
紹

介
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

(
却
)

北法40(4・136)970

〉

-D-a出
口
巾
門
戸

Z
2
g巾ロ〈叩ユ
Em-
山口一〉・

ω門町三件
N

巾
ロ
ロ
仏

国・

ω一広己巾同司.(}『同同吋印肉
.)y.
同『F凶巾同ユ
.ι目宮ロ
m印』白『訂宮】出同吋
1σ
ロ
n}y戸巾

ヨ由丹丘
-}W内門色凶巾
m
凹凶

σロ吋ぷ
mm阿巾円ユ]ロ目円}町
zMズ内巾凶当同コ困同河耐巾史《nH目
F宮困忌件窃凹.∞円同・叶一戸(の
Z
2虫
、
古
田

凹n
y
m
P
E
N
g
-
ω
・
ωω
民
・
な
お
、
こ
の
論
文
を
紹
介
し
た
邦
語
文

献
と
し
て
、
浜
上
則
雄
「
規
範
設
定
契
約
」
『
契
約
法
体
系
羽
』
(
一
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41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

契九
約浜六
に上三
関前年
す掲
る注有
研(斐
究 30閣
が~ ~ 

み一一
あーー
た三二
ら頁頁
なは以
い、下
とヒカt
しユあ
てツる
し3 ク。

る以
。降

規
範
設
定

出口市
n
F
白・白・
0

・
ω・
ω
∞・

〈
関
戸
田
己
巾
nw-
国・即・
0
・wω
・
ω宮内・

国

c
m
n
F
白・白・
0
・・

ωω
叶比一

出口巾
nww
白・白・
0

・wω-Aq・

出
cmnFP
白・白・
0

・・

ω・
会
民
・

出口巾
nw-
白・白・
0

・・

ω-g・

出口巾
nw-
同-同・
0
・uω
・印由民・

出口巾
nw-
回・白・
0

・・

ω・∞]{-

z
c巾
n
F
白・白・
0
・uω
・∞]民間・

〈
m
叫
戸
固
定
ωnww
白・回・
0

・・

ω・∞
AF片
岡
・
一
同

-2z-
由・白・
0

・・

ω
由目以内

ヒ
ユ
ツ
ク
は
こ
の
例
と
し
て
、
一
九
一
八
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た

労
働
協
約
令
(
〈
C

ロ
σ旬
、
門
担
ユ
守
向
片
品
問
巾
・
〉
『
σ包
門
巾
ウ
ロ
ロ
色

〉ロぬ巾回同巾
-
R巾ロ出口目白
nyロ∞∞巾ロロ円四

ωnz-n宮
ロ
ロ
ぬ
〈
Oロ
K
F
円

σ巾
-2・

凹門
R
E
m
-内
包
窓
口
〈
OBNω
・
U
O
N
m
g
σ
R
E
H∞
・
同
州
の
巴

ω
-
E
E・)

の
制
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
労
働
協
約
令
を

め
ぐ
る
、
こ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
労
働
法
学
の
議
論
に
関
し
て
は
、

西
谷
敏
『
ド
イ
ツ
労
働
法
思
想
史
論
』
(
一
九
八
七
年
、
日
本
評
論

社
)
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
を
参
照
。

(
必
)
〈
m
F
Z信
関
巾
ヨ
田
口
P
白・白・
0

・w
ω
N∞・

(
日
)
〈
m
F
Z
-
m
m巾ヨ白ロロ・白・白・
0

・・

ω・
自
民
・

(
H
H
)

ベ
ル
リ
ン
協
定
一

O
、
一
一
、
一
二
号
。

(必

)
Z
-
m
m
m
g由ロ
P
由・目・
0

・・

ω-N吋ニ

N由・

(
必
)
〈
関
戸

Z
一m
m
m
g出口
P
白・白・
0

・・

ω-N叶町内・一出口町内リ}内・白・白・
0

・・

ω・印由

片岡.

(
灯
)
団
体
聞
で
締
結
さ
れ
る
規
範
設
定
契
約
で
は
、
多
く
の
場
合
、

団
体
そ
れ
自
身
が
個
別
契
約
の
当
事
者
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
な

お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
浜
上
前
掲
(
却
)
一
一
九
頁
以
下
を

参
照
。

(
必
)

出口巾
nw-
白・白・
0

・・

ω・
吋
品
町
内
・
に
よ
れ
ば
、
団
体
が
構
成
員
に
規
約

の
遵
守
を
強
制
す
る
手
段
と
し
て
は
、
団
体
内
部
の
規
約
し
か
な

い
と
し
て
い
る
。

(
却
)
本
稿
が
金
庫
医
師
法
の
歴
史
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し

た
諸
論
文
の
い
ず
れ
に
も
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
規
約
を
詳
細
に
紹

介
し
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

(
印
)
〈
m---cm江町唱由・由・
0

・・

ω・吋日一

ωnyロ刊一色町
H
U

白・印。・・

ω・∞白山田一

〉
5
2
n
z
p
p白・
0
・・

ω
-
E品一

ω白
ロ
巾
号
。

5
・白・同・
0
・・

ω-M由罰

本
章
第
一
節
第
三
款
を
参
照
。
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(
臼
)
〈
包

-
z
-
m
m巾
自
白
ロ
ロ
唱
曲
・
白
・
0
・・

ω-H∞
--Nω
・

(
日
)
な
お
、
こ
れ
ら
の
団
体
が

B
G
B
一
一
一
条
に
い
う
非
営
利
社
団

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
上
で
争
い
が
あ
っ
た
。
と

り
わ
け
、
ハ
ル
ト
マ
ン
連
盟
の
地
区
組
織
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

非
営
利
社
団
と
認
め
な
い
判
決
が
出
て
い
た
た
め
、
論
議
が
高

ま
っ
た
。
結
局
、
こ
の
問
題
は
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を

非
営
利
社
団
と
認
め
た
こ
と
で
決
着
が
つ
い
た
と
さ
れ
て
い
る

(
河
の
〈
・

ω。・

H0・
]5一戸
ω・
N
∞
ωwNω
同町内・)。

(M)

出
口
巾

n
F
白・白・
0
・
・
∞
・
コ
『
同
・

(
日
)
〈

m戸
ω門
町
ロ
巾

E
R
L・目・
0・・
ω・
∞
∞
∞
一
〉

5
3
n
z
-
白・白・

0・
ω
-
E
N・

(
回
)
〈
包
・

ω出
口
巾
円

vos-白・白・
0
・・

ω・
呂
町
w
M
也吋・

(
町
)
〈
肉
戸
択
一
巾
芹
巾
唱
曲
・
白
・
0
・・

ω・叶印・

第
四
章

共
同
自
主
運
営
制
度
の
確
立

こ
こ
で
は
、
金
庫
医
師
法
が
一
九
五
五
年
成
立
の
現
行
法
(
の
2
2
N

ロ
σ巾
円
〉
ロ
仏
巾
同
ロ
ロ
肉
色
町
印
N
・
ロ
ロ
門
町
師
会
出
・
河
ぐ
。
ロ
ロ
仏

N
C
円
開
吋
問
問
ロ
N
C
D
m
門同巾印

ωの
の
〈
。
ョ
ロ
・
〉
口
町
己
的
円
呂
田

h
c
E
H
ω
・臼

ω・
・
以
下

G
K
A
R
と

略
)
に
至
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
か
を
紹
介
す
る
。

一
九
一
三
年
の
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、
金
庫
医
師
契
約
の
締
結
手
続
や
紛
争

解
決
手
続
を
詳
細
に
規
定
し
、
協
定
上
の
機
関
に
よ
る
決
定
(
契
約
内
容

た
る
規
範
設
定
)
の
遵
守
を
個
々
の
医
師
と
金
庫
に
求
め
て
い
た
。
し
か

し
、
同
協
定
は
団
体
聞
の
合
意
を
前
提
と
し
た
私
法
上
の
契
約
で
し
か
な

か
っ
た
た
め
、
個
々
の
金
庫
や
医
師
に
対
し
て
協
定
内
容
を
遵
守
さ
せ
る

た
め
の
法
的
な
強
制
手
段
を
欠
い
て
い
た
。

ワ
イ
マ

l
ル
政
府
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
失
敗
に
鑑
み
、
協
定
に
基
づ

い
て
設
置
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
手
続
と
諸
機
関
を

R
V
O
の
中
に
と
り
こ

み
、
医
師
と
金
庫
の
契
約
関
係
を
手
続
面
か
ら
規
律
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
が
一
九
二
三
年
法
で
あ
る
。
そ
の
後
、
世
界
恐
慌
に
起
因
す
る
保
険

財
政
の
窮
状
は
、
さ
ら
に
金
庫
医
師
法
に
お
け
る
実
体
面
か
ら
の
規
律
す

な
わ
ち
金
庫
医
師
関
係
の
統
一
化
を
求
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
要
請

を
受
け
て
成
立
し
た
の
が
一
九
三
二
年
法
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
の
か
た
ち
で
現
行
の

G
K
A
R
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
は
当
事

者
の
私
的
自
治
か
ら
、
法
令
に
よ
る
規
律
へ
と
次
第
に
移
行
す
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
い
う
法
令
に
よ
る
規
律
は
、
監
督
官
庁
に
よ
る
金
庫
医
師
関
係
の

管
理
運
営
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
い
な
い
。
先
の
一
九
三
二
年
法
は
、
金

庫
医
師
関
係
に
お
け
る
当
事
者
双
方
の
自
律
的
決
定
の
余
地
を
法
令
の
枠

内
で
許
容
す
る
共
同
自
主
運
営
体
制
を
確
立
し
、
こ
れ
が

G
K
A
R
の
根

幹
を
支
え
る
理
念
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
、

北法40(4・138)972

一
九
二
三



年
法
か
ら

G
K
A
R
ま
で
の
流
れ
を
概
観
し
た
後
に
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
共
同
自
主
運
営
体
制
が
採
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
こ
と
に
す
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

第
一
節
一
九
二
三
年
法
の
成
立
と
そ
の
背
景

第
一
款
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
崩
壊
と
一
九
二
三
年
法
の
成
立

第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
ド
イ
ツ
経
済
は
、
周
知
の
よ
う
に
猛
烈
な
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
診
療
費

の
高
騰
を
引
き
起
こ
し
、
金
庫
財
源
を
圧
迫
し
て
い
っ
た
た
め
、
報
酬
額

に
関
す
る
金
庫
と
医
師
と
の
合
意
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ま

た
、
終
戦
に
伴
う
軍
医
の
復
員
お
よ
び
医
学
部
学
生
の
増
加
は
、
一
、
三

五
O
人
に
最
低
一
人
の
医
師
を
許
可
す
る
比
例
数
制
度
の
維
持
を
を
難
し

く
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
推
移
に
対
し
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
に
お

け
る
仲
裁
局
の
斡
旋
は
、
何
ら
効
果
的
な
対
応
を
な
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
仲
裁
局
の
な
す
契
約
締
結
決
定
は
、
個
別
の
金
庫

や
医
師
に
対
し
て
強
力
な
直
接
の
法
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
診
療
報
酬
や
許
可
の
条
件
等
を
め
ぐ
る
金
庫
と

医
師
と
の
紛
争
が
再
び
発
生
し
、
個
別
の
金
庫
医
師
契
約
は
徐
々
に
破
棄

さ
れ
て
い
っ
た
。

個
別
契
約
の
破
棄
・
不
成
立
に
よ
り
、
療
養
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
被

保
険
者
が
増
加
し
て
い
っ
た
た
め
、
ワ
イ
マ

l
ル
政
府
は
一
九
一
八
年
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
。
一
九
一
一
年
R
V
O
三
七

O
条
は
、
医

師
に
よ
る
療
養
の
給
付
が
医
師
側
の
契
約
不
履
行
ま
た
は
契
約
締
結
拒
否

に
よ
り
確
保
さ
れ
え
な
い
場
合
に
、
現
物
給
付
の
代
わ
り
の
金
銭
給
付
を

許
容
し
て
い
た
。
政
府
は
、
こ
の
規
定
に
基
づ
く
金
銭
給
付
の
要
件
を
ゆ

る
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
の
療
養
給
付
請
求
権
を
確
保
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
医
師
側
の
反
発
を
招
き
、
金
銭
給
付
を

実
施
し
よ
う
と
す
る
金
庫
と
医
師
と
の
間
で
再
び
紛
争
が
発
生
、
一
九
二

O
年
に
は
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ

は
ラ
イ
ヒ
労
働
省
の
仲
介
に
よ
り
解
決
し
た
が
、
こ
の
事
件
は
医
師
・
金

庫
聞
の
紛
争
が
も
は
や
両
者
の
合
意
(
ベ
ル
リ
ン
協
定
)
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
機
関
で
は
解
決
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
そ
の
存
在
基
盤
を
喪

失
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
協
定
の
期
限
切
れ
、
す
な
わ
ち
一
九
二
三
年
一

二
月
=
二
日
を
も
っ
て
医
師
・
金
庫
双
方
か
ら
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
協
定
破
棄
の
結
果
、
金
庫
医
師
問
題
は
、
か
つ
て
の
状
況
よ
り
も
さ

ら
に
悪
化
し
た
状
況
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
金
庫
医
師
問
題
の
新
た
な
状
況
に
対
し
て
ベ
ル
リ
ン
協
定
の

北法40(4・139)973
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よ
う
な
仲
介
策
を
と
ら
ず
、
こ
れ
を
法
令
に
よ
っ
て
直
接
規
律
す
る
と
い

う
手
段
を
採
用
し
む
こ
れ
が
、
一
九
二
三
年
一

O
月
三

O
日
の
「
疾
病

金
庫
に
よ
る
疾
病
扶
助
に
関
す
る
法
規
命
令
」
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
、

金
庫
医
師
に
対
し
て
不
必
要
な
治
療
行
為
の
禁
止
お
よ
び
そ
の
制
限
を
義

務
付
け
、
一
方
で
疾
病
金
庫
に
対
し
同
命
令
に
従
わ
な
い
医
師
へ
の
制
裁

手
段
を
与
え

mv
さ
ら
に
、
こ
の
行
政
命
令
は
療
養
給
付
を
例
外
的
な
場

合
に
金
銭
給
付
と
す
る

R
V
O
三
七

O
条
の
要
件
を
さ
ら
に
緩
和
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
同
日
付
け
で
「
医
師
と
疾
病
金
庫
に
関
す
る
法
規
命

令
」
が
公
布
さ
れ
た
。
同
法
規
命
令
は
医
師
と
金
庫
の
関
係
を
初
め
て
法

律
に
よ
り
規
定
し
た
も
の
で
、
一
九
二
三
年
法
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
医
師
達
は
最
初
に
挙
げ
た
「
疾
病
金
庫
に
よ
る
疾
病
扶

助
に
関
す
る
法
規
命
令
」
を
自
己
の
社
会
的
地
位
を
お
と
し
め
る
も
の
で

あ
る
と
理
解
し
、
一
九
二
三
年
一
二
月
か
ら
二
か
月
に
わ
た
る
ス
ト
ラ
イ

キ
を
実
施
し
た
。
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
ラ
イ
ヒ
労
働
省
の
仲
介
に
よ
り
終

了
し
、
こ
の
法
規
命
令
は
部
分
的
に
削
除
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
医

師
と
疾
病
金
庫
に
関
す
る
法
規
命
令
」
は
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
発
効
し

た
た
め
、
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
新
た
な
法
律
関
係
が
規
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
(
以
下
、
こ
れ
ら
の
法
規
命
令
に
基
づ
く

R
V
O
の
改
正
を
一
九
二

三
年
法
と
呼
称
す
る
)
。

第
二
款
契
約
締
結
手
続
の
法
制
化

一
九
二
三
年
法
は
、
一
九
一
三
年
に
成
立
し
た
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
有
す

る
手
続
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
取
り
入
れ
、
同
協
定
の
設
置
し
た
契
約
委
員
会

等
の
諸
機
関
を

R
V
O
上
の
機
関
と
し
て
制
度
化
し
た
。
こ
の
制
度
と
ベ

ル
リ
ン
協
定
と
の
根
本
的
な
差
異
は
、
個
別
契
約
の
当
事
者
に
対
し
て
契

約
締
結
手
続
の
利
用
を
強
制
し
、
諸
機
関
の
決
定
に
法
令
上
の
拘
束
力
を

認
め
た
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
諸
機
関
は
、
公
法
上
の
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
決
定
は
行
政
処
分
と
同
じ
効
力
を
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

北法40(4・140)974

新
た
な
法
制
度
に
お
け
る
最
も
重
要
な
機
関
は
ラ
イ
ヒ
委
員
会
克
巳

nze

gm印
n
y
z
m
)
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
、
医
師
お
よ
び
疾
病
金
庫
の
各

連
合
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
五
名
づ
つ
の
代
表
者
な
ら
び
に
ラ
イ
ヒ
労
働
省

に
よ
り
任
命
さ
れ
た
三
名
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
委
員
会

は
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
中
央
委
員
会
に
そ
の
原
型
を
有
す
る
が
、
中
央
委
員

会
が
単
に
金
庫
・
医
師
双
方
の
協
議
機
関
で
し
か
な
か
っ
た
の
と
は
異
な

り
、
新
た
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
、

個
別
契
約
の
内
容
や
許
可
に
関
す
る
基
準
を
、
状
況
に
応
じ
て
新
た
に
創

出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
範
は
、
一
九
二
四
年
R
V
O

三
六
八
条

e
一
項
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
に
よ
っ
て
公
示
さ
れ
て
い

た
。
ラ
イ
ヒ
労
働
省
の
公
示
す
る
こ
の
規
則
は
、
立
法
と
ほ
ぼ
同
じ
効
力
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を
有
す
る
法
規
命
令
で
は
な
い
た
め
、
個
別
契
約
の
当
事
者
を
直
接
拘
束

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
後
に
紹
介
す

る
諸
機
関
が
契
約
締
結
に
か
か
る
決
定
を
行
う
際
の
基
準
と
し
て
遵
守
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
実
際
に
は
か
な
り
の
影
響
力
を
有
し
て

い
M
M
F

こ
の
時
期
に
お
け
る
個
別
の
金
庫
医
師
法
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ

と
に
貢
献
し
た
最
も
重
要
な
規
則
は
、
金
庫
医
師
許
可
規
則
(
N己
白
目
的
自
問
的
自

(
犯
)

。
丘
ロ
ロ
ロ
肉
)
と
契
約
規
則
(
〈
句
昨
日
明
立
与
己
一
口
一

g)
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ヒ
委
員
会
と
な
ら
ん
で
、
一
九
二
三
年
法
は
契
約
委
員
会
、
仲
裁

局

(ω
♀
芯
皆
同
B
Z吋
)
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局

(manzany-a窓
口
洋
)

の
設
置
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
す
べ
て
、
医
師
お
よ
び
疾

病
金
庫
の
同
数
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
仲
裁
局
お
よ

び
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局
に
は
、
こ
れ
ら
の
構
成
員
の
ほ
か
に
長
と
し
て
の
官
吏

が
こ
れ
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
機

関
の
任
務
に
つ
い
て
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
契
約
委
員
会
の
任
務
は
、
個
々
の
医
師
と
金
庫
と
の
契
約
内
容

お
よ
び
文
言
を
準
備
も
し
く
は
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
仲

裁
局
の
任
務
は
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
合

意
が
契
約
委
員
会
の
場
で
一
致
し
な
い
場
合
に
契
約
条
件
に
関
す
る
拘
束

力
の
あ
る
裁
決
を
な
す
こ
と
、
な
ら
び
に
金
庫
医
師
の
許
可
に
か
か
る
許

可
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
を
処
理
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局
は
仲
裁
局
の
裁
決
に
対
す
る
不
服
申
立
に
つ
い
て
決

定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
記
の
機
関
と
は
別
に
契
約
上
の
諸
機
関
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

を
個
々
に
挙
げ
て
い
く
と
、
仲
裁
裁
判
所

(ω
岳
山
色
∞
唱
ユ
nyc、
許
可
委

員
会

(
N
c
-
8
2ロ
mSERE-w)、
審
査
委
員
会

(
p
o
p
a
s
B
R
E
m
)

お
よ
び
医
師
委
員
会

(
k
p
z
g
g
R
E
E
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、

主
に
金
庫
医
師
の
許
可
に
関
す
る
手
続
を
、
先
に
紹
介
し
た
許
可
規
則
に

し
た
が
っ
て
実
施
し
て
い
た
。

第
三
款
一
九
二
三
年
法
に
お
け
る
金
庫
医
師
契
約

以
上
で
概
観
し
て
き
た
諸
機
関
の
下
で
、
個
別
の
金
庫
医
師
契
約
は
ど

の
よ
う
な
内
容
ま
た
は
形
式
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
二
三

年
法
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
個
別
契
約
締
結
時
に
お
け
る
諸
機
関

の
利
用
、
つ
ま
り

R
V
O
に
根
拠
を
有
す
る
機
関
を
通
じ
た
契
約
締
結
手

続
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
法
は
個
別
契
約
の
形
式

や
具
体
的
な
内
容
を
直
接
規
律
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
形
式
(
団
体

契
約
か
個
別
契
約
か
)
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
契
約
を
締
結
す
る
か
は
基

本
的
に
金
庫
と
医
師
の
合
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
先
に
紹

介
し
た
許
可
規
則
と
契
約
規
則
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
一
九
二
三
年
法
の

下
に
お
け
る
金
庫
医
師
契
約
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

北法40(4・141)975
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み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

許
可
規
則
の
一
条
は
、
許
可
を
「
金
庫
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
契
約
の

締
結
請
求
権
を
承
認
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
、
許
可
を
受
け
た
医
師
は
疾

病
金
庫
に
対
し
て
金
庫
医
師
契
約
の
締
結
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
こ
の
許
可
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
と
同
じ
く
、
被
保
険
者
二
ニ
五

O
人
あ
た
り
に
医
師
一
人
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
比
例
数

の
制
限
が
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
比
例
数
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
で

は
最
下
限
を
意
味
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
最
上
限
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
金
庫
が
被
保
険
者
一
三
五

O
人
に
つ
き
一
人
以
上
の
医
師
を

許
可
で
き
る
場
合
で
も
、
こ
の
制
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
金
庫

医
師
の
許
可
は
よ
り
画
一
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
方
、
金
庫
が
医
師
の
一
人
一
人
と
契
約
を
締
結
す
る
(
個
別
契
約
)

か
そ
れ
と
も
医
師
の
団
体
と
契
約
を
締
結
す
る
(
団
体
契
約
)
か
は
、
当

事
者
の
合
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
金
庫
と
医
師
と
の
聞

に
は
、
従
来
の
金
庫
医
師
法
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
総
契
約

百
g
曲目
2
2丹
円
高
)
と
い
う
団
体
契
約
が
締
結
さ
れ
る
可
能
性
が
で
て
き

た
。
契
約
規
則
は
こ
れ
を
受
け
て
、
契
約
当
事
者
が
契
約
規
則
を
総
契
約

の
構
成
要
素
と
す
る
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
則
の
内
容
が
総
契
約

に
な
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
結
果
、
金
庫
医
師
契
約
は
徐
々

に
個
別
契
約
か
ら
団
体
契
約
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
二
三
年
法
は
、
個
々
の
医
師
や
金

庫
に
契
約
締
結
手
続
の
利
用
を
強
制
し
こ
れ
に
法
的
な
拘
束
力
を
も
た
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
締
結
の
促
進
と
療
養
給
付
の
確
保
を
ね
ら
っ
て

い
た
。
た
だ
、
契
約
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
合
意
に

委
ね
る
と
い
う
発
想
が
な
お
も
残
っ
て
い
た
せ
い
か
、
統
一
的
な
基
準
を

全
国
一
律
に
適
用
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
作
成
の
規
則
が
事
実
上
の
全
国
的
な
契
約
基
準

を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
後
の
改
正
法
に
み
ら
れ
る

契
約
内
容
の
統
一
化
は
す
で
に
こ
の
時
点
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
一
九
二
三
年
法
を
金
庫
医
師
法
の
歴
史
的
な
展
開
と
い
う
点

か
ら
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
義
は
つ
ぎ
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
ひ
と

つ
は
、
こ
の
立
法
措
置
に
よ
り
、
従
来
ま
で
金
庫
と
医
師
と
の
私
的
自
治

の
領
域
に
あ
っ
た
金
庫
医
師
契
約
が
手
続
面
か
ら
公
的
な
規
制
に
服
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
内
容
の
形
成
お

よ
び
契
約
当
事
者
の
選
択
等
に
関
す
る
金
庫
理
事
会
の
裁
量
が
狭
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
医
師
と
金
庫
と
の
自
律
的
な
機
能
の
低
下
を

意
味
し
て
い
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
金
庫
医
師
契
約
に
関
す
る
事
項
が
監

督
官
庁
一
で
は
な
く
、
金
庫
と
医
師
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
機
関
の
管

轄
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
に
そ
の
原
型

北法40(4・142)976
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付
が
危
険
に
曝
さ
れ
た
場
合
」
と
い
う
抽
象
的
な
規
定
し
か
し
て

い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
疾
病
扶
助
に
関
す
る
法
規
命
令
六
条
は
、

R
V
O
三
七

O
条
に
い
う
「
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
が
危
険
に
曝

さ
れ
た
場
合
」
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
こ
と
に
し
た
。

〈
O
ロ
σ巾
司
〉
叶
N
Z
ロ
ロ
仏
関
『
同
ロ
}
内
巾
ロ
}
内
白
印
印
巾
ロ
〈
。
ョ
ω。.。}内件。
σ
q

(
日
)
回申
Nω
・
問
。
∞

--ω
・]戸。印]ー・

(
M
)
ω
n
Z
M巾
正
常
唱
曲
・
白
・
0
・・

ω
∞
S

(日

)
ω
n
yロ巾広巾
H
J

白・白・
0
・・

ω
∞品川町・

ω白ロ巾同・
σ。コ
y

白・白・。
-w
∞
-N由∞・

(凶

)
ω
円
F
Z広
2
・白・白・
0
・・
ω・∞
S-
そ
の
後
、
こ
の
法
規
命
令
は
一
九

二
六
年
五
月
二
二
日
の

R
V
O
第
二
編
第
一
次
改
正
法
(
】

17 

。巾印巾丹
N
E
U
巾
円
〉
σ間口己
2.Zロぬ円四巾印

N.
∞
z
n
v
a巾
印
河
〈
。
〈
。
B
N
N
.

冨
回
一
回
由
民
-
m
o
E
H
ω
・N
B
)
に
よ
り
全
面
的
に
削
除
さ
れ
た
。

岡
山
の
盟
問

ENAHω
・
コ
由
・
一
九
二
三
年
の
授
権
法
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
た
改
正
部
分
を
総
合
し
て
、
一
九
二
四
年
に

R
V
O
全
条

文
が
公
布
さ
れ
た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
を
一
九
二
四

年
R
V
O
と
し
、
一
九
二
三
年
法
の
条
文
を
掲
げ
る
際
に
は
一
九

二
四
年
R
V
O
の
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

(
四
)
(
四
)

(
却
)

ωnyロ巾一色巾同
1

・白・目。・・

ω・∞∞由・

一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条

a
か
ら
三
六
八
条
f
を
参
照
。

一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条

a
二
項
お
よ
び
三
項
。

(

引

叫

)
ω
n
Fロ
a
a
q
L
F同
0
・・
ω目∞
S
一回内
Z3m-
白・白・
0
・・
ω-HHM
一〉
5
巾ユ

Z-mm巾
B
白ロ
P
ω
円

E
F内
昨
日
当
白
ロ
門
出
ロ
ロ
m

s

a巾
ロ
『
巾
n
y
E
n
y
g

∞巾
N

一日巾宮口口問角川口
N
d
司
g
n
y巾
ロ
〉
巾
吋
N
H

巾
ロ
ロ
ロ
仏
関
E
D
W
巾ロ}内出回目。ロア

口
町
田
・
開
ユ
釦
ロ
ぬ
巾
ロ
]
{
由
一
wωω-AF品・

〈
m
U
・同
-2昨巾・白・白
0
・wωHHNR-
一日
L
一mm巾
口
出
口
P
白・白・
0
・・∞

-t
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(

刊

山

)

町内.

(
お
)
一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条

e
二
項
は
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
が

規
範
を
設
定
で
き
る
事
項
と
し
て
つ
ぎ
の
五
つ
を
列
挙
し
て
い

る
。
制
金
庫
医
師
の
許
可
、
制
金
庫
医
師
契
約
の
一
般
条
項
、
料

診
療
報
酬
の
額
、
同
療
養
給
付
に
必
要
な
施
設
に
関
す
る
条
項
、

例
医
師
の
報
酬
請
求
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。

(
包
)
こ
れ
ら
の
規
範
は
ラ
イ
ヒ
労
働
省
の
発
行
す
る
河
〉
巴
に
よ

り
、
公
示
さ
れ
て
い
た
。

ωnFロ巾一色
mM
円・国・白・
0
・wω
・∞

S
一〈
mF
同-巾同
5
・同・白・。
-wω-HE・

ω門町ロ冊目門日巾同
1

・白・国・
0
・wω
・∞∞由-

m
〉
∞
-H由一山∞

ω-AHOH・

(
お
)

(
部
)

(
幻
)

(
お
)

(
却
)

同州〉∞
-

H

由N
∞
∞
-AF()由・

一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条
k
一
項
、
三
六
八
条
I
一
項
お

よ
び
三
六
八
条

n
一
項
。

一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条
k
一
項
、
三
六
八
条
l
二
項
第

30 



ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

一
文
お
よ
び
三
六
八
条

n
一
項
。

(
但
)
一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条
k
二
項
お
よ
び
三
項
。

(
幻
)
一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条

mo

(
お
)
一
九
二
四
年
R
V
O
三
六
八
条

o
。

(担

)
Z
-
m
m州
市
円
出
回
口

P
白・印・
0
・・

ω・
宮
内
・
こ
の
委
員
会
は
先
に
紹
介
し
た

ラ
イ
ヒ
委
員
会
の
許
可
規
則
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

委
員
会
の
構
成
は
金
庫
・
医
師
双
方
の
同
数
の
代
表
者
か
ら
な
り
、

金
庫
医
師
の
許
可
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

(話

)

Z

一mm叩
B
釦ロ
P
田・白・。・

ω・2
円
こ
の
委
員
会
は
ラ
イ
ヒ
委
員
会

の
契
約
規
則
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
。
主
た
る
任
務
は
、
金
庫
医

師
が
適
正
な
療
養
給
付
を
実
施
し
て
い
る
か
否
か
を
監
督
す
る
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
審
査
委
員
会
は
、
医
師
委
員
会
や
許
可
委
員

会
と
異
な
り
、
個
別
契
約
当
事
者
が
契
約
の
際
に
同
委
員
会
を
設

置
す
る
と
の
合
意
の
存
在
す
る
限
り
で
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。

(お

)
Z
-
m
m叩
B
白ロ
P
白・白・
0
・L出
品

ω民
・
こ
の
委
員
会
も
許
可
委
員
会

と
同
様
、
許
可
規
則
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、

医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
内
容
に
関
す
る
金
庫
・
医
師
聞
の
意
見

調
整
を
主
た
る
任
務
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
委
員
会
も
金
庫
・

医
師
双
方
の
同
数
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。

(
幻
)
許
可
規
則
一
条
。

(
お
)
許
可
規
則
四
五
条
一
項
。
な
お
、
家
族
構
成
員
も
保
険
診
療
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者
一

0
0
0人
あ
た
り

に
医
師
一
人
と
い
う
比
例
数
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た

(
羽
)
問
。
巾
広
巾
唱
曲
・
白
・
0
・wω

呂叶・

(判

)
m
-向洋巾唱曲・同・
0
・・
ω
・5
吋一

ω
n
yロ
ぬ
広
巾
ア
同
・
同
・
0
・wω'∞吋
0

・

(
H
U
)
ω
n
yロ巳門田巾
H
J

白血・。
-wω
・∞叶{)・

(
位
)
〈

m-・聞内庁丹
R
L
F白・
9
・
m
山・H
呂
町
内
・
一
九
二
三
年
法
は
仲
裁
局
の

裁
決
に
行
政
処
分
と
同
様
の
拘
束
力
を
与
え
て
い
た
た
め
、
仲
裁

局
の
裁
決
に
両
当
事
者
は
拘
束
さ
れ
る
。
ま
た
、
仲
裁
局
は
ラ
イ

ヒ
委
員
会
の
許
可
規
則
に
し
た
が
っ
た
決
定
を
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
た
た
め
に
、
契
約
当
事
者
間
に
契
約
規
則
違
反
の
合
意
が
成
立

し
な
い
限
り
、
契
約
規
則
に
大
き
く
違
反
す
る
金
庫
医
師
契
約
は

成
立
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

第
二
節
世
界
恐
慌
と
一
九
三
二
年
法
の
成
立

第
一
款
世
界
恐
慌
と
金
庫
医
師
法

金
庫
・
医
師
聞
に
お
け
る
法
的
安
定
に
再
び
危
機
的
状
況
が
発
生
し
た
。

そ
の
主
た
る
要
因
は
、
再
度
発
生
し
た
経
済
的
な
困
難
、
す
な
わ
ち
一
九

北法40(4・145)979
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二
九
年
の
世
界
恐
慌
(
者
巴
件
当
日
ユ
印

nEEWE-m巾
)
で
あ
っ
た
。
世
界
恐

慌
は
失
業
者
を
増
大
さ
せ
、
疾
病
保
険
の
拠
出
金
を
減
少
さ
せ
た
。
そ
の

結
果
、
疾
病
金
庫
は
、
再
び
財
政
困
難
と
い
う
危
機
的
状
況
を
向
ぇ
、
医

師
に
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
給
付
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
四

八
条
二
項
に
基
づ
き
、
一
九
三

O
年
七
月
二
六
日
に
「
財
政
的
、
経
済
的

お
よ
び
社
会
的
緊
急
事
態
を
除
去
す
る
た
め
の
法
規
命
令
」
を
発
令
し

た
。
同
命
令
は
、
医
師
に
対
し
て
疾
病
金
庫
へ
の
適
切
で
か
つ
合
目
的
的

な
治
療
を
行
う
義
務
を
課
し
、
さ
ら
に

R
V
O
三
七

O
条
一
項
の
要
件
も

よ
り
厳
格
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の

確
保
手
段
と
し
て
、
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
お
よ
び
薬
剤
に
対
す
る
支
出

が
目
だ
っ
て
超
過
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
も
し
く
は
平
均
値
に
対

す
る
際
立
っ
た
不
均
衡
が
あ
る
場
合
に
、
金
庫
理
事
会
に
対
し
て
医
師
と

の
契
約
を
一
方
的
に
解
除
す
る
権
限
を
付
与
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
疾

病
金
庫
に
お
け
る
医
師
の
数
が
通
常
の
必
要
よ
り
も
著
し
く
超
過
し
た
場

合
に
は
、
上
級
保
険
局
に
よ
る
許
可
差
止
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
明
確

に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
法
規
命
令
に
よ
り
、
再
び
、
個
別
の
金
庫
・
医
師
聞
に
か
つ
て
の

対
立
関
係
が
生
ま
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
双
方
の
代
表

は
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
を
確
保
す
る
た
め
の
合
意
を
得
ょ
う
と
努
力

し
て
い
た
。
一
九
三
一
年
一

O
月
一
七
日
、
双
方
の
代
表
者
に
よ
り
療
養

給
付
の
確
保
を
意
図
し
た
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
、

医
師
側
は
診
療
報
酬
支
払
に
関
し
て
疾
病
金
庫
に
有
利
な
人
頭
定
額
支
払

方
式
に
同
意
す
る
一
方
、
疾
病
金
庫
側
は
若
年
医
師
の
許
可
要
求
に
即
し

た
一
対
六

O
Oの
比
例
数
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
に
お
け
る
同
意
の
内
容
は
、
個
別
の
金
庫
医
師
関
係
に
お
け

る
緊
張
関
係
の
緩
和
を
関
係
者
に
期
待
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
協

定
は
実
際
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
協
定
に
同
意
し
た

の
は
医
師
連
合
会
と
地
区
疾
病
金
庫
の
連
合
会
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の

連
合
会
、
す
な
わ
ち
経
営
体
、
イ
ン
ヌ
ン
ク
お
よ
び
ラ
ン
ト
疾
病
金
庫
の

連
合
会
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
政
府
が

2
度
目
の
介
入
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、

「
経
済
お
よ
び
財
政
の
確
保
な
ら
び
に
内
部
に
お
け
る
平
和
の
保
護
の
た

め
の
第
4
次
大
統
領
命
令
」
で
あ
る
。
こ
の
命
令
に
よ
り
、
一
九
二
三
年

法
は
修
正
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
は
一
九
三
二
年
一
月
一
四
日
に

R
V

0
・
こ
六
八
条
以
下
に
新
た
な
規
定
を
挿
入
し
た
(
以
下
こ
れ
を
一
九
二

三
年
法
と
呼
称
す
る
)
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
一
九
三
二
年
法
に
つ
い
て
見
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
二
款

統
一
的
な
規
範
設
定
権
限
の
付
与



今
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
恐
慌
に
よ
る
拠
出
の
減
少
と
支
出
の
増
加
は

全
国
レ
ベ
ル
で
の
金
庫
医
師
関
係
の
統
一
化
を
要
請
し
て
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、
一
九
二
三
年
法
に
お
い
て
事
実
上
な
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
法
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
三
二
年
法
は
、
金
庫
医
師
関
係

の
統
一
化
実
現
に
と
っ
て
よ
り
有
効
な
シ
ス
テ
ム
を
創
出
す
る
こ
と
に
、

そ
の
主
た
る
目
標
を
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
法
は
金
庫

医
師
契
約
に
か
か
わ
る
諸
機
関
に
つ
い
て
一
九
二
三
年
法
の
構
成
を
ほ
ぽ

そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
も
う
一
方
で
金
庫
医
師

契
約
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
図
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
金
庫
医
師
契
約
シ

ス
テ
ム
に
関
連
し
た
諸
機
関
の
権
限
に
関
す
る
変
更
に
つ
い
て
、
ま
ず
紹

介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
一
九
三
三
年
に
お
け
る
と
同
様
に
、
金
庫
医
師
関
係

を
規
律
す
る
規
範
制
定
の
権
限
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
旧
法
と
の
対

比
で
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
本
的
な
差
異
は
、
同
委
員
会
が
直
接
「
必
要

な
実
施
規
定
を
公
布
し
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い

え
る
。
ラ
イ
ヒ
委
員
会
に
は
、
許
可
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
強
制
的
な
規

範
を
設
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
、
同
委
員
会
は
立
法
的
な
要
素
を
有
す

る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ラ
イ
ヒ
委
員

会
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
規
範
は
法
規
命
令

(
m
R
Z
2
2
0丘
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
の
形

式
を
と
り
、
法
律
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
ラ

イ
ヒ
委
員
会
の
規
則
制
定
に
は
、
そ
の
合
法
性
を
確
保
す
る
必
要
か
ら
ラ

イ
ヒ
労
働
省
の
同
意
を
要
件
に
し
て
い
た
た
め
、
規
範
制
定
権
限
に
は
一

定
の
留
保
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
規
範
制
定
権
の
他
に
、
ラ
イ
ヒ
委
員

会
は
さ
ら
に
細
則
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ

イ
ヒ
委
員
会
に
強
力
な
規
範
制
定
権
限
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
従

来
は
間
接
的
で
あ
っ
た
契
約
内
容
の
統
一
化
が
よ
り
効
果
的
に
実
現
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
仲
裁
局
と
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
契
約
シ
ス

テ
ム
の
変
更
に
伴
う
改
正
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、
仲
裁
局
は
個
別
契
約
お

よ
び
総
契
約
に
関
す
る
争
訟
な
ら
び
に
許
可
の
事
案
に
つ
い
て
は
一
審
と
(n) 

し
て
、
医
師
登
録
簿
の
事
案
に
つ
い
て
は
二
審
と
し
て
管
轄
を
有
す
る
。

ま
た
、
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局
は
、
基
本
契
約
(
呂
田
口

E
4
2常
国
勾
後
述
)
か
ら

生
じ
た
争
訟
、
な
ら
び
に
仲
裁
局
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
の
上
告
お

よ
び
控
訴
に
関
す
る
争
訟
に
つ
き
管
轄
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

第
三
款
団
体
契
約
制
度
の
確
立

一
九
三
二
年
法
は
、
契
約
シ
ス
テ
ム
を
、
従
来
の
個
別
契
約
が
原
別
で

あ
っ
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
団
体
契
約
を
原
則
と
す
る
シ
ス
テ
ム
に
根
本
的

に
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
二
三
年
法
で
は
、
団
体
契
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約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
医
師
の
団
体
は
ま
だ

R
V
O上
の
機
関
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
三
二
年
法
は
こ
の
部
分
か
ら
修
正

を
加
え
た
。

一
九
三
二
年
法
は
ま
ず
、
加
入
者
全
員
に
金
庫
業
務
の
許
可
が
な
さ
れ

る
金
庫
医
師
協
会
(
穴

g
n
E
R
E
n
F
g
〈
q
a
E
m
g
m
g
)
を
公
法
上

の
社
団
法
人
と
し
て
承
認
し
、
契
約
締
結
権
を
有
す
る
個
々
の
医
師
を
こ

れ
に
強
制
加
入
さ
せ
た
。
こ
の
金
庫
医
師
協
会
は
、
団
体
と
し
て
疾
病
金

庫
に
対
し
て
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
担
保
引
受
義
務
百

E
n
z
b
q

の
巾
者
出
}
弓
畠
σ巾
自
由

F
B巾
宮
司
監
巾
W
白印印

g
位円

NEnF巾
〈
巾
吋
印
。
円

mEDm)
を

負
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
と
の
関
係
で
、
医
師
協
会
は
、
疾
病

金
庫
と
の
「
総
契
約
」
の
締
結
お
よ
び
契
約
に
基
づ
く
報
酬
を
金
庫
医
師

に
配
分
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
医
師

側
の
団
体
が

R
V
O
上
の
機
関
と
し
て
-
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
疾

病
金
庫
、
医
師
お
よ
び
患
者
と
い
う
従
来
の
三
当
事
者
関
係
は
、
金
庫
医

師
協
会
を
加
え
た
四
当
事
者
関
係
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

金
庫
医
師
協
会
の
金
庫
医
師
法
へ
の
組
み
込
み
は
同
時
に
、
金
庫
医
師

契
約
の
個
別
契
約
か
ら
団
体
契
約
へ
の
移
行
を
産
み
出
し
た
。
確
か
に
、

一
九
三
二
年
法
の
枠
内
で
も
個
別
契
約
が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
存
在

意
義
は
か
な
り
小
さ
く
な
り
、
そ
れ
は
あ
る
医
師
が
総
契
約
に
加
わ
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
金
庫
医
師

契
約
の
内
容
は
総
契
約
を
通
し
て
の
み
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
以
後

個
別
の
医
師
と
金
庫
と
の
間
で
療
養
給
付
の
実
施
委
託
の
取
決
は
許
さ
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
個
別
契
約
に
該
当
す
る
契
約
は
、
こ

れ
以
降
団
体
契
約
、
す
な
わ
ち
総
契
約
お
よ
び
外
郭
契
約
な
ら
び
に
ラ
イ

ヒ
委
員
会
の
規
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
従
来
の
契

約
制
度
と
区
別
さ
れ
、
「
団
体
契
約
制
度
(
関
。
口
市
町
吾
、
話
ユ

E
m
g百
円
巾
ヨ
)
」

と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

団
体
契
約
制
度
に
お
け
る
最
も
下
位
の
団
体
契
約
は
、
総
契
約
で
あ
る
。

総
契
約
は
疾
病
金
庫
と
金
庫
医
師
協
会
と
の
間
で
締
結
さ
れ
、
契
約
の
適

用
範
囲
内
で
被
保
険
者
に
医
師
の
治
療
行
為
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
総
契
約
の
内
容
は
法
的
に
医
師
を
直
接
拘
束
し
な
い
け
れ
ど
も
、
金

庫
医
師
の
す
べ
て
が
協
会
に
加
入
し
協
会
内
部
で
個
々
の
医
師
に
対
し
て

契
約
内
容
の
遵
守
を
義
務
づ
け
て
い
る
た
め
、
間
接
的
に
は
個
々
の
医
師

を
拘
束
し
て
い
た
。
ま
た
、
総
契
約
の
具
体
的
な
内
容
は
、
地
域
の
特
殊

性
に
対
応
さ
せ
る
必
要
か
ら
あ
る
程
度
自
由
に
形
成
さ
れ
え
た
。
し
か
し
、

こ
れ
に
は
、
医
師
お
よ
び
疾
病
金
庫
の
中
央
連
合
会
に
よ
り
取
り
決
め
ら

れ
た
基
本
契
約
な
ら
び
に
ラ
イ
ヒ
委
員
会
規
則
に
沿
っ
た
内
容
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
留
保
が
つ
い
て
お
り
、
総
契
約
の
大
枠
は
常
に
限
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

北法40(4・148)982

団
体
契
約
制
度
の
採
用
に
よ
り
、
金
庫
医
師
関
係
は
制
度
の
中
に
お
い
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て
も
団
体
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
均
衡
を
保
ち
始
め
た
。
そ
し
て
、
金
庫
医

師
の
報
酬
に
つ
い
て
も
、
金
庫
医
師
協
会
の
成
立
に
よ
り
か
な
り
の
修
正

が
加
え
ら
れ
た
。
一
九
三
二
年
法
は
、
報
酬
支
払
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
規
定
し
て
い
た
。
疾
病
金
庫
は
疾
病
保
険
の
た
め
に
活
動
す
る
医
師
個

人
に
報
酬
を
支
払
う
の
で
は
な
く
、
金
庫
医
師
協
会
に
対
し
て
総
契
約
に

お
い
て
確
定
さ
れ
た
「
総
報
酬
(
の

3
5
5晶
25mm)
を
支
払
担
つ

ま
り
、
金
庫
医
師
協
会
へ
の
総
報
酬
の
支
払
に
よ
り
金
庫
は
そ
の
報
酬
支

払
義
務
を
免
れ
、
個
々
の
医
師
は
所
属
す
る
金
庫
医
師
協
会
に
対
し
て
報

酬
支
払
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個
々
の
医
師
に
対
す
る
総

報
酬
の
配
分
は
、
各
協
会
が
寸
疾
病
金
庫
と
一
致
し
た
う
え
叩
γ

確
定
し

た
「
分
配
基
準
(
〈

R
Z
-
Z口
問
団
自
由
民
間

Zσ)
」
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
、
以

後
個
々
の
金
庫
と
医
師
と
の
聞
の
報
酬
支
払
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
紛
争
は

制
度
上
生
じ
な
く
な
っ
た
。

一
九
三
二
年
法
と
共
同
自
主
運
営
制
度

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
法
は
、
契
約
締
結
手
続
の

法
制
化
に
加
え
、
金
庫
医
師
契
約
の
形
式
を
団
体
契
約
に
し
た
と
い
う
点

で
、
金
庫
医
師
法
を
大
き
く
変
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
立
法

措
置
を
金
庫
医
師
関
係
に
対
す
る
公
的
な
規
律
と
い
う
点
か
ら
み
る
な
ら

ば
、
そ
の
範
囲
を
手
続
的
な
面
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
実
体
的
な
面
に
ま

第
四
款

で
も
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
三
二
年
法
は
、
団
体
契

約
制
度
の
中
に
個
別
当
事
者
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
可
能
性
を
残
し
て
い

る
。
し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
規
則
等
の
設
定
し
た
外
枠
を
超
え
る
契
約

(

同

日

)

が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
総
契
約
の
当
事
者
に
よ
る
自

律
的
決
定
の
余
地
は
そ
の
内
容
と
い
う
点
か
ら
も
相
当
程
度
制
限
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。

一
九
二
三
年
法
か
ら
一
九
三
二
年
法
へ
の
流
れ
は
、
金
庫

と
医
師
に
よ
る
自
律
的
決
定
を
制
限
し
、
従
来
ま
で
多
様
な
も
の
と
さ
れ

て
い
た
金
庫
医
師
関
係
を
統
一
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
多
数
の
論
者
が
こ
れ
を
「
共
同
自
主
運
営
」
の
確

立
と
評
価
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
統
一
化
は
金

庫
と
医
師
と
の
自
主
的
な
制
度
運
営
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
も
い
え
そ
う

で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
か
ら
一
九
三
二
年
法
に
つ
い
て
、
検
討
を
加

そ
の
た
め
、

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
等
の
設
定
す
る
上
位
規
範
が
総
契
約
の
内

容
に
つ
き
ど
の
程
度
ま
で
規
律
す
る
か
、
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
総
契
約
に
関
す
る
規
則
を
法
規
命
令
と
し
て
公
布

し
、
こ
こ
で
は
契
約
締
結
に
関
す
る
種
々
の
手
続
と
契
約
の
一
般
的
な
内

容
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
医
師
お
よ
び
各
種
疾
病
金
庫
の
連
合
会
は
、
ま

ず
こ
の
規
則
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
基
本
契
約
の
範
例
(
冨

g
g「
)
を
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設
定
す
る
。
こ
の
範
例
に
は
、
地
区
、
経
営
体
と
い
っ
た
異
種
の
金
庫
聞

に
共
通
な
契
約
内
容
や
基
本
契
約
に
必
ず
規
定
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
事

項
が
規
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
直
接
基
本
契
約
の
内
容
と
さ
れ
る
。

基
本
契
約
で
は
、
地
区
、
経
営
体
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
と
い
っ
た
金
庫
種
別

ご
と
の
異
同
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
医
師
側
の
団
体
と
各
金

庫
種
別
ご
と
の
連
合
会
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
一
地
域

に
異
種
の
金
庫
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
内
容
の
異
な
る
基
本
契
約
が
重

複
し
て
存
在
し
、
基
本
契
約
は
金
庫
の
種
別
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
契
約
は
直
接
総
契
約
の
内
容
を
構
成
し
、

そ
の
内
容
は
主
に
報
酬
を
支
払
う
べ
き
医
師
の
地
域
割
り
や
使
用
薬
剤
の

制
限
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
総
契
約
の
内
容
は
上
位
の
規
範
に
よ
っ
て
か
な
り
規
定
さ

れ
る
た
め
、
総
契
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
項
は
よ
り
個
別

的
な
事
項
に
限
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
契
約
で
は
、
医
師
の
過
剰
診

療
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
、
薬
剤
や
処
方
を
平
均
的
な
使
用
量
を
基

準
に
制
限
す
る
使
用
量
率
(
河
巾
何
色
σ鬼
門
担
問
)
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
総
報
酬
の
額
に
つ
い
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
医
師
の
標
準
報
酬
額
が

異
な
っ
て
い
た
た
め
、
総
契
約
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
規
則
か
ら
基
本
契
約
の
範
例
、
基

本
契
約
そ
し
て
総
契
約
へ
と
、
規
範
が
下
位
の
も
の
に
な
る
に
つ
れ
て
、

決
定
さ
れ
る
事
項
が
よ
り
個
別
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
二
年
法
が
、
金
庫
種
別
や
地
域
の
特
殊
性

に
m
配
慮
し
な
が
ら
、
一
般
的
な
規
律
を
総
契
約
に
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
ゆ
え
、
一
九
三
二
年
法
は
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
等

の
卜
部
団
体
な
い
し
は
機
関
が
「
考
慮
す
べ
き
」
と
し
た
特
殊
性
の
存
在

す
る
限
り
で
、
な
お
も
総
契
約
の
当
事
者
団
体
に
よ
る
自
律
的
決
定
の
余

地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

き
ら
に
、
上
位
規
範
を
設
定
す
る
機
関
の
構
成
員
が
個
々
の
当
事
者
か

ら
選
抜
さ
れ
た
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う

上
位
規
範
自
体
が
個
々
の
当
事
者
の
自
律
的
な
決
定
(
間
接
的
で
は
あ
る

が
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
二
年
法
に
基

づ
く
金
庫
医
師
関
係
の
統
一
化
は
、
行
政
庁
に
よ
り
一
方
的
に
な
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
金
庫
・
医
師
双
方
の
代
表
者
の
合
意
と
い

う
も
の
を
べ

l
ス
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ

が
、
ま
さ
に
三
二
年
法
が
「
共
同
自
主
運
営
」
と
い
わ
れ
る
所
以
な
の
で
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あ
る

1 

ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
四
八
条
二
項
は
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
対
し
て
つ

ぎ
の
よ
う
な
非
常
権
限
を
付
与
し
て
い
た
(
条
文
の
邦
訳
は
、
樋
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2 

口
陽
一
・
吉
田
善
明
編
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
三
省
堂
、
一
九
八

八
年
、
二

O
五
頁
)
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
圏
内
に
お
い
て
公
共
の
安

全
ま
た
は
秩
序
に
著
し
い
障
害
が
発
生
ま
た
は
予
見
で
き
る
場

合
、
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
、
公
共
の
安
全
お
よ
び
秩
序
を
回
復
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
」
る
の
で
あ
る
。

〈
O
N
E
『
∞
巾
}
凶
巾

σ口
口
問
岡
山
口
白
ロ
N
一
色
町
円
咽
項
目
立
田
門
町
田
町
同
z
n
y巾同
i
zロ
己

目。

N
E
-
R
Z
O仲
田
円
以
ロ
門
田
巾
〈
。

B
N品
』

ZEHUω0・
問
。

E
H
ω
ω
ロ
・

同
法
規
命
令
第
四
章
第
二
節
一
条
四
八
項
に
よ
り
修
正
さ
れ
た

R
V
O
三
六
八
条
二
項
一
号
。

。
ロ
ロ
同
町

H巾吋

ωnFロ
巾
一
色
巾
同

J
U
-巾
開
口

7
i
n
E
C口
開
会
肖
∞
巾

NF巾
FZロ
-

m∞ロ

NH宅
一
回
門
町
巾
ロ
〉
「

N丹
市
ロ
ロ
門
出
穴

E
ロ}内巾ロ

-S出
回
巾
・
。
。
同

E
E
ω
・

君
。
一
口
一

2
q
穴
]
巾
門

RW
。
可
欠
白
凹
印
巾
ロ
〈
巾
ユ
『
間
関
巾
仏
角
川
吋
印

ONE-巾口

問

E
口
付
巾
ロ
〈
巾
司
印
国
門
町
内
凶
門
戸
回
口

m-
己
目
印
印
・
・
、
吋
ロ

σ-gm巾ロ

5
8
ω
-
E吋町内・

こ
の
よ
う
な
事
情
の
存
否
は
、
被
保
険
者
も
し
く
は
そ
の
使
用

者
の
一
致
し
た
申
請
に
基
づ
き
ラ
イ
ヒ
保
険
局
が
そ
の
他
の
契
約

当
事
者
に
対
し
て
聴
聞
を
行
っ
た
後
に
確
定
さ
れ
る
。

同
法
規
命
令
第
四
章
第
二
節
一
条
四
九
項

a
号
に
よ
り
修
正
さ

れ
た

R
V
O
三
七

O
条
一
項
第
二
文
。

同
法
規
命
令
第
四
章
第
二
節
一
条
五

O
項
b
号
に
よ
り
修
正
さ

れ
た

R
V
O
三
七
二
条
二
項
。
こ
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
本
文
に
あ

3 4 5 6 7 

8 

る
よ
う
な
事
情
が
存
す
る
場
合
、
上
級
保
険
局
が
金
庫
・
医
師
双

方
の
聴
聞
を
経
た
後
に
許
可
委
員
会
に
対
し
て
許
可
の
差
止
を
命

じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

∞
門
町
ロ
巾
広
巾
同
1

・
出
・
白
・
。
ニ

ω・∞吋{}・

ω円
}
g
m
E巾
♂
白
血
・

0
・

ω・∞一可。一

ω印
zm『
HVO『
P
。
~
巾
阿
見
当
一
円
}
内
目

}
ロ
ロ
関
与
角
川
印
刷
ハ
白
印
凹
巾
ロ
白
「

N門司巾
n
y
g
p
ロ
。
穴
邑
印

ω
ω
N
S

(9) 

(叩

)
ω
ロ
ゲ
ロ
包
仏

2
・白・白・

0
・・

ω・
君
。
・

(日

)
ω
門
町
ロ
巾
互
角
w

同・白・。・・

ω・∞一可。一

ω山
口
巾
『

σ。
コ
Y

白
血
・

0
・

ω・
ωC0・

(ロ
)

h

品F
.

〈
。
門
仏
凶
巾
∞
閉
河
耐
巾
包
一
円
}F同凹円匂宮】肖同吋i
悶凹包{丘【仏凶巾ロ門巾ロ

N
己同円

.ω
一片円
}F回巾

巧ヨ-『件由
R円
E
『

P門
Eロ5ロE仏
巴
ロE白
ロ
足
N巾
gロロ
5ロE仏
NEロB
ω
P円与FEロ巳片尽
N
仏
帝
巾
凹
一
コ
ロ
巾
吋
巾
ロ

m，
円
一
色
一
巾
ロ
回
〈
。
ヨ
∞
・

0
巾
N巾
B
U
2
E
ω
H・
問
。

E
H
ω
・
3
由・

(
日
)
列
。
E
-
E
ω
N
ω
・
出
・
以
下
、
一
九
三
二
年
に
公
示
さ
れ
た
改

正
R
V
O
を
一
九
三
二
年
R
V
O
と
称
す
る
。

(
M
)

一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
f
一
項
。
な
お
、
委
員
会
の
構

成
は
一
九
二
三
年
と
同
じ
く
、
金
庫
・
医
師
双
方
の
代
表
者
か
ら

各
五
名
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
の
任
命
す
る
非
党
派
の
委
員
三
名
で

あ
っ
た
(
同
条
二
項
お
よ
び
三
項
)
。

(
日
)
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
i
一
項
第
一
文
。

(
日
)
三
六
八
条
i
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
事

項
に
関
す
る
規
範
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
例
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契
約
規
則
、
川
許
可
規
則
、
判
疾
病
金
庫
へ
の
過
度
の
請
求
に
対

す
る
保
障
で
あ
る
。

(口
)
ω
円
}
g
a
ι
2・釦・白・
9
・
ω・∞ロ

(
日
)
一
九
三
二
年
以
降
、
許
可
規
則
お
よ
び
契
約
規
則
は

E
U
E
に

よ
り
公
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
四
)
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条
i
二
項
。

(
却
)
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
i
四
項
。
そ
の
他
、
ラ
ン
ト
に

っ
き
特
殊
な
事
情
が
存
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
部
分
に
関
す
る

規
範
を
設
定
す
る
ラ
ン
ト
委
員
会

p
g母
g
g
R
Eロ
)
が
設
置

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条
k

お
よ
び

1
)
。
こ
の
委
員
会
は
、
パ

1
デ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ザ

l

ル
地
区
に
設
置
さ
れ
た
。

(
幻
)
こ
れ
は
金
庫
医
師
契
約
が
個
別
契
約
か
ら
団
体
契
約
に
移
行
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
、

従
来
の
契
約
委
員
会
等
の
機
関
は

R
V
O
か
ら
契
約
規
則
に
そ
の

法
的
根
拠
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
ご
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八

条

n
一
項
お
よ
び
三
六
八
条
P
一
項
、
な
ら
び
に
一
九
三
一
年
一

二
月
三

O
日
の
許
可
規
則

-mの
盟
問

ω-N・
の
四
四
条
お
よ
び
四

五
条
)
。

(
幻
)

(
お
)
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
P
。

(
討
)
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条
二
項
第
一
文
。
〈
巴

ω門町ロ巾
-aR-
釦・白・
0
・・

ω・∞口一同州]巾円円巾・同-同・。・・

ω・5
0・

(
お
)
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条

a
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
被
保

険
者
六

O
O名
あ
た
り
に
医
師
一
名
の
比
例
数
が
法
定
さ
れ
て
い

た
こ
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
b
二
項
)
。

(話

)
ω
円
F
S
E
R
-
白血・
0
・・

ω・
∞
ロ
・
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条
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d
二
項
。

(
幻
)

(
お
)

(
訪
)

(
却
)

(
出
)

(
詑
)

(
お
)

一
九
三
二
年

R
V
O
一
二
六
八
条

e
。

ω円『ロ巾一色巾
H
J

白・白・
0
・wω
・∞斗一円・

ωnyロ包門
r
w
F
白血・
0目
噌

ω・
∞
口
一
〈
m-
関】巾丹
5
・白・白・
0
・wω
・口
NR-

ω円
}ga己
巾
♂
釦
-m

凶・
0
・・

ω・
∞
口
一
〈
包
・
同
}
巾
2
0・即・由・
0
・wω
・5
吋町内・

ωnyロ巾一色巾
H
1

・同・白・。・・

ω・∞吋一日・

∞
門
町
円
高
広
巾
♂
白
血
・
0
・・

ω・∞吋
H

一回内]巾門丹市
w

同・白・
0
・・

ω・5
由・

一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条
二
項
第
一
文
、
お
よ
び
一
九
三

一
年
許
可
規
則
七
条
二
項
を
参
照
。

(
出
)
〈
包
・
州
内
一
色
丹
タ
回
・
白
・

9
・
ω-H宮
町
内
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八

条
二
項
第
二
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
基
本
契
約
は
金
庫
医
師
お
よ

び
疾
病
金
庫
の
中
央
連
合
会
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
金
庫
医
師
契
約
で
あ
る
総
契
約
の
大
枠
に
つ
い
て

一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条

n
。
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規
定
す
る
も
の
で
、
基
本
契
約
に
参
加
し
た
中
央
連
合
会
に
所
属

す
る
団
体
の
総
契
約
の
内
容
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
。

(お

)
ω
門
町
ロ
包
島
巾

HJ
白・白・

0
・
wω
・∞

2
・

(
お
)
こ
れ
は
、
疾
病
金
庫
が
契
約
相
手
方
の
金
庫
医
師
協
会
に
所
属

す
る
医
師
に
対
す
る
報
酬
の
全
額
で
あ
る
。

(
訂
)
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条

e
ニ
項
第
一
文
。

(
却

)
ω
円
宮
口
包
仏
巾
〆
白
白
・
。

-wω
・
∞
ご
・

(
却
)
一
九
三
二
年

R
V
O
三
六
八
条

e
二
項
第
二
文
。

(紛

)
ω
n
y
D
g仏
巾
吋
・
白
・
出
・

0
・・

ω・∞叶一円・

(
組
)
一
九
三
二
年

R
V
O
一
二
六
八
条

e
一
項
第
一
文
は
、
金
庫
医
師

に
対
す
る
報
酬
支
払
に
つ
き
人
頭
割
方
式
に
よ
る
と
し
た
。

(
必
)
こ
れ
は
、
個
別
の
金
庫
や
医
師
が
各
連
合
会
に
お
い
て
、
自
己

の
意
見
を
主
張
し
、
そ
れ
を
各
連
合
会
の
規
約
や
定
款
ま
た
は
交

渉
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(
必
)
〈
関
戸
穴

-
2
8・白・由・
0
・・

ω・
口
由
民
・
一

z-mm巾
自
由
ロ

P
白
・
由
・
。

-wω
・∞印

町内

(叫

)
E
2
F
白・白・

0
・・

ω-EO
一

z-m阿
巾
ヨ
釦
ロ

P
白・白・

0
・・

ω・∞印・

(
M
M
)

百
巾
門
戸
田
・
白
・

0
・
・
∞

-EO
二三
mm巾
BMWHMP
白・白・

9
・

ω
∞∞・

(
M
W
)

〈

mF
同
一
巾
門
丹
市
・
白
・
白
・

0
・
wω
・
5
同町内・一一

z-mm州市
B
白
ロ

P
白・同・

0
・

ω
-
E

h喝、.....， . 

(
灯
)
問
。
巾
丹

Z-
回・由・

0
・・∞・

5ω
一

z-mmH巾
自
由
ロ

P
白・同・

0
・
wω
・由印・

(
川
切
)
民
】
巾
円

Hmw
白・白

0
・
wω
・】印

ω同
町
一

Z
~
m
m
g吋
同
白
ロ
ロ
・
白
・
白
・

0
・
wm凶・甲山・

(川叩

)
Z
-
m
m巾
ロ
岡
田
口

P
白・白・。・・

ω・
2
・

(
印
)
目
白
巾
芹
巾
・
白
・
回
・

0
・
wω
・
5
一
弓
・
一

z-mm巾
ヨ
白
ロ

P
白・白・

0
・
wω

ヨ

(
日
)
同
内
庁
丘
町
・
白
・
由
・

0
・・

ω・
目
印
同
町
・
一

z-mmmHHM白
ロ

P
白・白

0
・・

ω・ま・

(
臼
)
日
内
庁
片

F
白・白・

0
・
wω
・
5
∞・

(
臼
)
百
巾
円

Z
L・目・
0
・・

ω・
呂
田
同
町
・
一

Z
一
mm州
2
6ロ
P
白・血・

0
・・

ω・
5
ぇ
・
な

ぉ
、
こ
の
当
時
の
報
酬
額
は
、

R
V
O
三
六
八
条

e
一
項
第
一
文

に
よ
り
、
人
頭
割
方
式
が
法
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
患
者

一
人
を
診
療
す
る
に
つ
き
い
く
ら
と
い
う
か
た
ち
で
報
酬
の
額
が

定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
報
酬
額
の
設
定
は
地
域
ご
と
に
診

療
報
酬
の
額
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
の
平
均
額
を
基
準

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

54 
骨宵印

璽P43 
一山.
款長~
を P57
表坦浮
竺::;._ 01 (t 

B1 由~

=1 白円。
尤i"

お竺
、u1
E、コ
ラr+'
イピ
ヒ込;
委 γ

員包
会毘

っ z
い官
て B

は 2
本 p
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第
三
節
共
同
自
主
運
営
制
度
の
検
討

第
一
款
一
九
三
三
年
以
降
の
金
庫
医
師
法

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
法
は
医
師
と
金
庫
の
代
表
者
に
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よ
っ
て
金
庫
医
師
関
係
を
規
律
す
る
共
同
自
主
運
営
制
度
を
確
立
し
た
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
金
庫
医
師
法
が
三
二
年
法
以
後
ど
の
よ
う
な
変
転
を
遂

げ
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
ま
と
め
と
し
て
、
共
同
自
主
運
営
制

度
が
ド
イ
ツ
で
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
簡
単
な
検
討
を
加
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

三
二
年
法
の
採
用
し
た
共
同
自
主
運
営
制
度
は
、
一
九
五
五
年
の

G
K

A
R
に
継
承
さ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三

二
年
法
か
ら

G
K
A
R
へ
の
道
程
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
一
九
三
三
年
に
誕
生
し
た
ナ
チ
ス
政
権
は
社
会
保
険
、
と
り
わ
け

疾
病
保
険
を
ナ
チ
ス
の
政
策
に
適
合
し
た
国
家
・
経
済
体
制
に
組
み
込
も

う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
二
年
法
も
変
更
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
三
二
年
法
の
無
力
化
は
、
一
九
三
三
年
に
ラ
イ
ヒ
委
員

会
の
規
則
制
定
権
限
を
ラ
イ
ヒ
労
働
省
に
委
譲
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
医
師
は
戦
時
体
制
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
た
め

に
、
直
ち
に
国
家
主
義
的
な
組
織
化
が
な
さ
れ
た
。
一
九
三
三
年
八
月
二

日
の
「
ド
イ
ツ
金
庫
医
師
協
会
に
関
す
る
法
規
命
令
」
に
基
づ
き
、
ラ
イ

ヒ
労
働
省
は
、
ド
イ
ツ
医
師
の
職
能
代
表
的
な
団
体
と
し
て
、
金
庫
医
師

法
に
お
け
る
唯
一
の
機
関
を
設
立
し
、
こ
れ
を
自
己
の
監
督
下
に
お
い
た
。

こ
れ
が
、
ド
イ
ツ
金
庫
医
師
協
会
(
穴

S
Rロ
山
口

E
n
Z
〈
句
包
巳
ぬ

E
m

u
g
g
n
z
Eロ己
H
以
下
K
V
D
と
略
)
で
あ
る
。

K
V
D
に
は
、
地
区
ご
と

に
設
立
さ
れ
て
い
た
金
庫
医
師
協
会
の
業
務
お
よ
び
権
限
が
付
与
さ
れ
、

従
来
の
金
庫
医
師
協
会
は
独
立
し
て
い
な
い
機
関
と
し
て

K
V
D
に
合
併

さ
れ
て
い
る
。

北法40(4・154)988

金
庫
医
師
法
に
お
け
る

K
V
D
の
設
立
は
、
金
庫
医
師
関
係
に
お
け
る

契
約
制
度
の
根
本
的
な
修
正
を
導
い
た
。
つ
ま
り
、
先
の
法
規
命
令
に
よ

れ
ば
、

K
V
D
は
社
会
保
険
に
お
け
る
医
師
の
「
唯
一
」
の
代
表
者
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
代
表
者
の
存
在
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ

れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
総
契
約
と
個
別
契
約
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
一
九
三
三
年
二
一
月
一
九
日
の
「
金
庫
医
師

の
報
酬
に
関
す
る
法
規
命
令
」
が

K
V
D
と
疾
病
金
庫
中
央
連
合
会
に
よ

る
総
契
約
の
み
を
金
庫
医
師
契
約
と
し
た
た
め
、
全
て
の
金
庫
医
師
関
係

は
こ
れ
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
と
も

な
い
、
許
可
制
度
も
変
更
さ
れ
た
。
一
九
三
四
年
五
月
一
七
日
の
許
可
規

則
は
許
可
を
「
医
師
が

K
V
D
に
対
し
て
医
療
行
為
の
一
部
に
関
与
す
る

権
限
を
獲
得
し
義
務
を
課
す
こ
と
」
と
規
定
し
た
た
め
、
金
庫
医
師
の
許

可
は

K
V
D
の
専
権
事
項
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

K
V
D
は
金
庫
医
師
の

許
可
を
通
し
て
個
々
の
医
師
に
対
す
る
公
法
上
の
懲
戒
権
を
獲
得
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
医
師
に
よ
る
療
養
給
付
の
報
酬
に
関
し
て
も
、
先
の
「
金

庫
医
師
の
報
酬
に
関
す
る
法
規
命
令
」
に
よ
り
、

K
V
D
が
総
報
酬
の
受
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取
人
と
し
て
総
報
酬
を
個
々
の
医
師
に
分
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

終
恥
ピ
と
も
に
、
金
庫
医
師
法
の
中
央
集
権
化
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
構

造
は
崩
壊
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
を
分
割
占
領
し
た
連
合
軍
が
中
央

集
権
的
な
保
険
官
庁
お
よ
び
機
関
の
活
動
の
す
べ
て
を
停
止
さ
せ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

K
V
D
、
ラ
イ
ヒ
仲
裁
局
お
よ
び
一
九
三
三
年
に

事
実
上
権
限
を
失
っ
た
ラ
イ
ヒ
委
員
会
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た

め、

K
V
D
は
地
域
ご
と
に
分
割
さ
れ
、
地
域
ご
と
の
金
庫
医
師
協
会
と

し
て
の
業
務
を
再
び
引
き
受
け
、
ラ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
で
構
成
さ
れ
た
疾
病

金
庫
連
合
会
と
総
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
許
可
制
度
も
ま
た
再
び
共
同

で
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
師
と
疾
病
金
庫
と
の
聞

の
共
同
自
主
運
営
は
、
一
部
は
法
的
に
、
ま
た
一
部
は
事
実
上
、
そ
の
生

命
を
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
四
九
年
に
ボ
ン
基
本
法
が
成
立
し
、
ナ
チ
ス
時
代
か
ら

占
領
時
代
に
か
け
て
大
き
く
揺
れ
動
い
た
疾
病
保
険
制
度
が
基
本
法
の
精

神
に
則
つ
て
再
び
整
備
さ
れ
始
め
た
。

こ
の
中
で
、
金
庫
医
師
法
は
、
一
九
五
五
年
八
月
一
七
日
の
「
ラ
イ
ヒ

保
倹
法
第
2
編
の
規
定
の
改
正
お
よ
び
社
会
裁
判
所
法
の
補
正
に
関
す
る

法
律
」
す
な
わ
ち

G
K
A
R
に
よ
り
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。

G
K
A
R

は
、
金
庫
医
師
法
の
領
域
に
も
自
主
運
営
原
則

(ω
巳
宮
守
貨
当
巳
宮
口
何
回
・

℃ユロ

Ne)
を
復
活
さ
せ
、
一
九
三
三
年
以
降
の
中
央
集
権
的
な
管
理
制
度

を
排
除
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
金
庫
医
師
法
は
、
一
九
三
二
年
法
に
み

ら
れ
る
団
体
契
約
制
度
を
中
心
と
し
た
共
同
自
主
運
営
体
制
に
な
り
、
こ

の
体
制
は
今
日
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

第
二
款
共
同
自
主
運
営
制
度
の
採
用
さ
れ
た
要
因

最
後
に
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
な
ぜ
療
養
給
付
の
実

施
委
託
に
つ
き
共
同
自
主
運
営
方
式
が
採
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
検

討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

す
で
に
第
三
章
で
述
べ
鳩
)
よ
う
に
、
療
養
給
付
の
実
施
委
託
を
め
ぐ
っ

て
は
、
一
九

O
O年
前
後
か
ら
医
師
と
疾
病
金
庫
と
の
聞
に
利
益
対
立
が

生
じ
て
い
た
。
金
庫
側
は
医
師
に
対
し
て
経
費
節
減
の
た
め
に
費
用
報
酬

等
の
低
減
を
求
め
る
一
方
、
医
師
側
も
診
療
内
容
に
お
け
る
自
律
な
決
定

と
よ
り
多
く
の
報
酬
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
利
益

対
立
に
起
因
し
た
紛
争
が
数
多
く
発
生
し
、
療
養
給
付
の
実
施
自
体
が
危

険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
金
庫
・
医
師
双
方
の
利
益

調
整
を
目
的
と
し
た
規
律
、
す
な
わ
ち
金
庫
医
師
法
が
必
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
利
益
調
整
の
た
め
の
制
度
と
し
て
、
前
節

で
紹
介
し
た
、
金
庫
と
医
師
の
代
表
者
に
よ
る
規
範
設
定
と
相
互
調
整
を

核
に
し
た
共
同
自
主
運
営
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
被
保
険
者
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に
対
す
る
療
養
給
付
の
保
障
を
目
的
と
し
た
制
度
と
い
う
点
か
ら
金
庫
医

師
法
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
選
択
肢
が
こ
の
よ
う
な
制
度
に
限
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
現
物
給
付
原
則
を
採

用
す
る
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
が
共
同
自
主
運
営
制
度
を
採
用
し
て
い

(M) 

な
い
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
で
は
共
同
自
主
運
営
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
主
た
る
要
因
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、
療
養
給
付
の
実
施
に
か
か
る
監

督
官
庁
の
権
限
が

K
V
G
か
ら

R
V
O
に
改
正
さ
れ
る
際
に
縮
小
さ
れ
た

こ
と
で
あ
り
、
第
二
点
は
、
一
九
一
三
年
の
ベ
ル
リ
ン
協
定
が
医
師
と
金

庫
の
代
表
者
に
よ
る
利
益
調
整
制
度
を
事
実
上
定
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
点
は
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
の
基
本
原
理

と
も
い
わ
れ
て
い
る
、
金
庫
内
の
自
主
運
営
原
則
の
存
在
で
あ
る
。
以
下
、

順
に
各
点
に
つ
き
検
討
す
る
。

ま
ず
、
第
一
点
目
の
監
督
官
庁
の
権
限
縮
小
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
一
九
一

O
年
当
時
の
状
況
に
そ
の
原
因
を
有
す
る
。
医
師
は
、
こ
の

当
時
、
疾
病
金
庫
に
対
す
る
闘
争
戦
術
と
し
て
金
庫
医
師
契
約
の
締
結
拒

否
と
い
う
手
段
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
微
力
な
金
庫
は
、
現
物
の

療
養
を
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

K
V
G
は
、
こ
の
よ
う
な
事

態
に
対
処
す
る
手
段
と
し
て
、
監
督
官
庁
に
契
約
締
結
命
令
を
発
令
す
る

権
限
を
付
与
し
、
こ
れ
に
よ
り
特
定
の
医
師
と
金
庫
に
契
約
の
締
結
を
強

制
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
医
師
側
の
闘
争
手
段
を
肯
定
す
る
結
果

を
招
い
た
た
め
、

R
V
O
は
こ
れ
に
代
え
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
金
銭

給
付
の
実
施
を
金
庫
に
認
め
る
権
限
に
変
更
し
た
。
こ
の
改
正
が
直
接
の

契
機
に
な
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
協
定
が
成
立
し
た
こ
と
は
す
で
に
第
三
章
で

述
べ
た
が
、
こ
の
改
正
は
同
時
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
を
発
生
さ
せ
た
。

す
な
わ
ち
、
監
督
官
庁
に
付
与
さ
れ
て
い
た
契
約
締
結
命
令
の
権
限
が

こ
の
時
点
で
撤
廃
さ
れ
、
こ
れ
以
後
金
庫
医
師
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は

専
ら
金
庫
と
医
師
と
の
聞
の
自
律
的
決
定
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
事
態
は
、
確
か
に
、

R
V
O
が
例
外
的
に
現
物
給
付
に
代
わ

る
金
銭
給
付
を
認
め
た
こ
と
に
付
随
し
た
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル

リ
ン
協
定
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
金
庫
(
つ
ま

り
理
事
会
を
支
配
し
て
い
た
被
保
険
者
)
も
医
師
も
基
本
的
に
は
現
物
給

付
原
則
の
維
持
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
立
法
措
置
は
、
専
ら

金
庫
医
師
関
係
に
対
す
る
監
督
官
庁
の
高
権
的
な
介
入
権
限
を
排
除
し
た

と
い
う
点
で
の
み
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
代
替
的
に
金
銭
給

付
を
認
め
た
こ
の
条
文

(
R
V
O
三
七

O
条
)
は
、
一
九
五
五
年
の

G
K

A
R
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
点
目
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
協
定
は
、
種
々

の
契
約
準
備
機
関
を
設
置
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
仲
介
斡
旋
も
実
際
に
行
わ
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れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
金
庫
と
医
師
の

代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
機
関
を
社
会
的
に
容
認
さ
せ
た
と
い
う
点

で
、
後
の
立
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ベ
ル
リ
ン
協
定
に
お
け
る
大
規
模
な
組
織
活
動
が
法
令
に
基
づ
い
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
金
庫
の

み
な
ら
ず
医
師
側
に
も
共
同
自
主
運
営
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
と

も
い
え
る
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

最
後
に
、
金
庫
内
の
自
主
運
営
原
則
の
存
在
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ

の
自
主
運
営
原
則
は
、
ド
イ
ツ
社
会
保
険
制
度
の
基
本
原
則
と
し
て
、
よ

く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
疾
病
保
険
制
度
は
、
他
の
社
会
保
険

に
比
べ
て
保
険
者
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
則
が
最
も
貫
徹

さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

疾
病
金
庫
の
財
政
運
営
は
、
金
庫
単
位
の
収
支
相
当
を
原
則
に
し
、
保

険
料
率
の
決
定
や
支
出
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
金
庫
ご
と
に
異
な
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
療
養
給
付
を
実
施
す
る
際
の
支
出
の
方
法
お
よ
び
金
庫
医

師
契
約
の
締
結
決
定
も
、
も
と
も
と
は
金
庫
の
自
主
運
営
事
項
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
初
期
の
金
庫
医
師
契
約
の
内
容
お
よ
び
態
様
は
、

金
庫
ご
と
の
自
主
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
た
め
、
非
常
に
多
種
多
様
な

も
の
で
あ
っ
た
。

金
庫
医
師
法
は
、
こ
の
多
様
な
金
庫
・
医
師
聞
の
契
約
関
係
の
存
在
を

前
提
に
し
、
こ
れ
を
可
能
な
限
り
で
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

金
庫
医
師
関
係
に
お
い
て
も
金
庫
の
種
別
差
や
地
域
差
を
配
慮
し
、
そ
れ

を
あ
る
程
度
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
庫
内
の
自
主
運
営
と
い
う

原
則
を
金
庫
医
師
法
に
も
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
一
九
三
二
年
法
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
に
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
同
法
は
、
一
般
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
み
全
国
統
一
の
規
律
を
す
べ

て
の
金
庫
医
師
関
係
に
加
え
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
総
契
約
で
個

別
具
体
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
三
二
年
法
に
対
し
、
ナ
チ
ス
期
の
立
法
は
、
疾
病
保
険
に
お
け
る

自
主
運
営
原
則
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
ナ
チ
ス
政
権
が
社
会
保
険
制
度
に
も
指
導
者
原
理

q
S円
貨
宮
山
口
乱
立

を
と
り
い
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

金
庫
ご
と
に
よ
る
多
元
的
な
自
主
運
営
が
排
斥
さ
れ
た
と
同
時
に
、
金
庫

医
師
関
係
も
共
同
自
主
運
営
の
排
除
に
よ
り
完
全
に
統
一
化
さ
れ
て
い

る。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
期
の
立
法
に
対

し
て
は
、
社
会
保
険
に
お
い
て
も
再
び
自
主
運
営
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
と

の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
五
年
の

G
K
A
R
は、

こ
の
よ
う
な
自
主
運
営
原
則
の
復
活
に
よ
り
再
び
多
元
化
し
た
金
庫
医
師

関
係
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
立
法
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
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よ
う
な
内
容
の
改
正
が
同
法
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
式
に
つ
い
て
、
三
二
年
法
が
専

ら
人
頭
割
方
式
の
み
を
採
用
す
る
と
規
定
し
た
の
に
対
し
て
、

G
K
A
R

で
は
金
庫
と
金
庫
医
師
協
会
の
選
択
に
よ
る
他
の
方
式
の
採
用
を
も
認
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
金
庫
医
師
法
に
お
け
る
共
同
自
主
運
営
の
採
用
は
、

金
庫
内
の
自
主
運
営
に
基
づ
く
多
元
的
な
金
庫
医
師
関
係
に
対
応
し
、
さ

ら
に
そ
の
多
元
的
な
構
造
を
制
度
の
基
本
原
則
と
し
て
維
持
し
、
尊
重
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
の
医
療
費
増
大

に
起
因
す
る
疾
病
保
険
の
財
政
困
難
は
、
こ
の
よ
う
な
多
元
的
構
造
の
維

持
・
尊
重
に
対
し
て
新
た
な
疑
問
を
な
げ
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
特
質
と
い
う
面
か
ら
ド
イ
ツ
の
疾

病
保
険
制
度
を
み
た
場
合
に
、
よ
り
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
る
。

医
療
サ
ー
ビ
ス
は
、
本
質
的
に
平
等
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
る
給
付

で
あ
る
と
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
制

度
は
他
の
社
会
保
険
に
比
べ
て
も
か
な
り
自
主
運
営
原
則
が
貫
徹
さ
れ
て

い
る
た
め
、
逆
に
金
庫
間
格
差
が
生
じ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
現
状
に
対
し
て
、
近
年
西
ド
イ
ツ
政
府
の
実
施
し
て
い
る
制
度
改

革
は
、
医
療
費
の
抑
制
を
主
眼
と
し
、
従
来
の
多
元
的
な
疾
病
保
険
制
度

構
造
そ
れ
自
体
を
均
一
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
侃
F

そ

の
た
め
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
疾
病
保
険
制
度
に
お
け
る
自
主
運
営
原
則
と

そ
れ
に
対
応
し
た
共
同
自
主
運
営
の
存
在
意
義
が
現
在
政
策
面
か
ら
問
い

直
さ
れ
、
そ
の
新
た
な
位
置
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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側
の
代
表
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が
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イ
ヒ
委
員
会
に
代
表
者
を
送
り
出
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な
か
っ
た
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め
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
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一
九
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二
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三
六
八

条

i
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項
に
基
づ
き
ラ
イ
ヒ
委
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会
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任
務
を
代
行
し
た
の
で
あ

る
。
医
師
側
が
ラ
イ
ヒ
委
員
会
に
代
表
者
を
選
出
し
な
か
っ
た
背

景
に
は
、
医
師
会
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
同
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
医
師
の
意
識
に

関
し
て
は
、
イ
リ
ナ
・
ヴ
イ
ン
タ
ー
、
塚
本
健
/
島
田
勧
訳
「
ワ

イ
マ

l
ル
共
和
国
末
期
の
医
療
保
険
制
度
」
『
唯
物
史
観
』
一
三
号

(
一
九
七
三
年
)
一
三
三
頁
を
参
照
。

世



3 

〈
C 
C: 
σ 
(1) 
炉開‘

Q. 
巾

~ 
回

g 
m 
ロ
位
『

N 
F令

国・

n 
::r 
巾

〈
(1) 
『

巾
H ・
ロ
m 
ロ
ロ

E 
C ...... 
(fJ 
r、
ロ・

-白ロ門】〈
O
B
N
〉ロ
m
z由同回申
ωω
・
河
の
∞
-
同

ω・8
一吋・

(
4
)

同
法
規
命
令
一
条
一
項
。
ま
た
、
同
条
三
項
に
よ
れ
ば
、

K
V

D
は
ラ
イ
ヒ
労
働
省
か
ら
直
接
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。

(5)

同
法
規
命
令
四
条
o
p
F
S
E
R
-
回・白・
0
・・

ω・∞芯・

ωnyロ巾町内凶巾吋頃同-釦
'OJω'∞叶
N'

〈
。
ロ
σ
R
-自由回巾口出『
N
E
n
y伺
〈
R
m
g
z口
問
〈
。
B

E
・。巾
N巾
5
・

(6) 

7 (
8
)
 σ巾同
-H由
ωω
・
問
。
∞
-
H
ω
-
H
]戸。
ω・

同
法
規
命
令
四
条
二
項
に
よ
り
、
中
央
連
合
会
に
所
属
し
て
い

な
い
金
庫
に
つ
い
て
は
、
当
該
金
庫
の
種
別
の
中
央
連
合
会
に
よ

る
総
契
約
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

同
法
規
命
令
四
条
一
項
。
そ
の
後
、
一
九
三
八
年
一
二
月
一
五

日
に
締
結
さ
れ
た
総
契
約
(
〈
日
窓
口
同
信

g
m巴
各
国
語
ユ
E
m

gσ
巾『門出巾
W
同由回巾ロ位司
N
E
n
y巾
〈
巾
司
由
。
話
口
口
問
〈
0
5
5・。巾
N巾
5
・

σ
R
H
S∞
-m〉
巴

ω-HH・
)
が
唯
一
の
金
庫
医
師
契
約
に
な
っ
た
。

HNの∞
-
H
H由一
WAFω
・ω甲山田・

一
九
三
四
年
許
可
規
則
一
条

c
号。

ω円
『
口
弘
己
巾
♂
同
・
白
・
0
・wω
・∞吋
N

・

金
庫
医
師
の
報
酬
に
関
す
る
法
規
命
令
三
条
。

ドイツ疾病保険制度の形成と発展(下)

9 (
叩
)

(
日
)
(ロ)
(
日
)

(M)

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
か
ら
占
領
期
ま
で
の
ド
イ
ツ
社
会
保
険

に
つ
い
て
書
か
れ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
下
和
田
功
「
社
会
保
険

改
革
の
た
め
の
連
合
国
管
理
理
事
会
法
案
」
(
『
保
険
学
雑
誌
』
五

O
三
号
三
三
頁
)
を
参
照
。

(
日
)
(
日
)

(
げ
)

〈
mF
句巾丹市
H
a

凶・白・白・。・・

ω-HNω
・

ωnFロ巾一色巾同・
w

白・白・。・

ω・∞寸
N・

。
Eロ
仏
関
ゆ
認
定
位
σ句
会
問
∞
広
岡
三
巾
団
司

8cσ
ロ
w
u
m
C仲間円区間口仏

〈
O
B
N印
・
冨
回
目
冨
怠
加
の
∞
-
H
ω
-
H

(
凶
)
占
領
期
に
連
合
国
の
管
理
委
員
会
に
よ
り
ベ
パ
リ
ッ
ジ
構
想
に

類
似
し
た
社
会
保
険
改
革
が
試
み
ら
れ
た
が
、
冷
戦
の
開
始
と
西

側
占
領
地
域
に
お
け
る
反
対
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
。
詳
細
は
、
下

和
田
前
掲
注

(M)
四
六
頁
以
下
を
参
照
。

(
凹
)
〈
包
・
匂
巾
宮
司
p
p白・
0
・・

ω-Eω

(
却
)
切
の
∞
-
H
E印印

ω・臼
ω
・

(
紅
)
ナ
チ
ス
政
権
は
一
九
三
四
年
に
疾
病
金
庫
に
お
け
る
自
主
運
営

原
則
を
排
除
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
一
年
二
月
二
二
日

の
社
会
保
険
領
域
に
お
け
る
自
主
運
営
に
関
す
る
法
律
(
の
巾

8
R

C
σ
q
a芯

ω叩
g
a〈
句
者
同
ロ
ロ
ロ
関
口
ロ
内
田
口
σ
R
〉ロ
am『
己
口
問
。
ロ
田
口
問

。
巾
自
の
巾
E
2
己
R
ω
O
N
U
]〈巾吋回目
n
Z
Eロ
m
〈
O
B
N
N・同吋巾
σ門口白円

冨
巴
-
∞
の
盟
問

ω・
巳
品
・
)
が
す
で
に
疾
病
金
庫
に
お
け
る
自
主
運
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営
を
復
活
さ
せ
て
い
た
。
な
お
、
金
庫
の
自
主
運
営
に
関
し
て
は
、

第
一
章
第
一
節
第
二
款
を
参
照
。

(
泣
)
第
三
章
第
一
節
を
参
照
。

(
幻
)
本
章
第
二
節
を
参
照
。

(
剖
)
第
一
章
第
二
節
の
日
本
法
の
部
分
を
参
照
。
わ
が
国
の
場
合
、

国
保
や
健
保
な
ど
の
医
療
保
険
に
お
け
る
療
養
給
付
の
内
容
お
よ

び
診
療
報
酬
額
等
の
算
定
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
中
央
社
会

保
険
医
療
審
議
会
等
の
聴
聞
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
最

終
的
な
決
定
権
限
は
す
べ
て
厚
生
大
臣
に
あ
る
。

(
お
)
箸
方
幹
逸
「
帝
政
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
と
自
治
」
東
京
経
済
大

学
『
東
京
経
大
会
誌
』
一
二
五
号
(
一
九
八
二
年
)
一
六
九
頁
以

下
を
参
照
。

(
部
)
第
三
章
第
一
節
第
四
款
を
参
照
。

(
幻
)
一
八
九
二
年
の
改
正
法
に
よ
る

K
V
G
五
六
条

a
。
な
お
、
詳

細
は
第
三
章
第
一
節
第
二
款
を
参
照
。

(
却
)
第
三
章
第
二
節
第
二
款
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
条
文
は
、
一
九

一
一
年
R
V
O
三
七

O
条
を
指
す
。

(
却
)
本
稿
の
参
照
に
し
た
文
献
で
は
、

R
V
O
三
七

O
条
に
対
す
る

医
師
側
の
反
発
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン

協
定
が
実
際
に
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
対
立
の
中

に
も
現
物
給
付
原
則
の
維
持
と
い
う
点
で
の
合
意
は
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
費
用
償
還
方
式
に

よ
る
療
養
の
給
付
に
は
、
金
庫
理
事
会
の
被
保
険
者
代
表
が
反
対

し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
却
)
第
三
章
第
三
節
を
参
照
。

(
但
)
第
三
章
第
三
節
第
四
款
を
参
照
。

(
詑
)
と
り
わ
け
、
第
三
章
第
一
節
第
三
款
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
従

来
の
ラ
ン
ト
医
師
会
が
ベ
ル
リ
ン
協
定
の
成
立
前
か
ら
す
で
に
、

金
庫
医
師
契
約
の
仲
介
斡
旋
機
関
と
し
て
事
実
上
活
動
し
て
い
た

事
実
は
、
こ
の
こ
と
の
証
拠
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
社
会
保
障
研
究
所
編
『
西
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
』
(
一
九
八
九
年
、

東
大
出
版
会
)
一
九
五
頁
(
石
本
忠
義
執
筆
部
分
)
な
ど
。

(
鈍
)
〈
包
・
君
主

m
g
m
E
R
R
-
H
O
O
E
Y吋巾
m
m
m
r
a
E巾
F
S
Zロ
a

〈

mH-
∞-nv巾
吋
ロ
ロ

m-
町
内
吋
〈
)
芯
∞
]
戸

ω-N由
OR-

(
お
)
社
会
保
障
研
究
所
前
掲
注
(
お
)
二
六

O
頁。

(
松
山
)
〈
包
の
芹

Z
F
白
血
・
。
・

ω・
N
S・

(
幻
)
〈
関
戸
関
】
巾
R
P
白白・
0
・
wω
・
呂
町
内

(
犯
)
本
章
第
二
節
第
四
款
を
参
照
。

(
犯
)
上
村
学
「
ド
イ
ツ
社
会
保
険
法
史
(
二
)
L

『
北
海
道
駒
沢
大
学

研
究
紀
要
』
三
号
(
一
九
六
八
年
)
一
七
四
頁
以
下
参
照
。
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(ω)
上
村
前
掲
注
(
却
)
一
七
四
頁
に
よ
れ
ば
、
疾
病
金
庫
の
自
主

運
営
機
関
を
す
べ
て
廃
止
し
、
国
家
の
任
命
す
る
管
理
官

(
「
巳
芯
『
)
に
よ
り
保
険
の
運
営
を
行
わ
せ
る
と
い
う
改
革
が
な
さ

れ
て
い
る
。

(4)

上
村
前
掲
注
(
却
)
二

O
四
頁
、
下
和
田
前
掲
注

(
H
)
四
六

頁
以
下
を
参
照
。

(
必
)
〉

5
5
n
z
-
白
・
白
・

0
・・

ω-Eω
・

(
日
)
一
九
三
二
年
R
V
O
三
六
八
条

e
一
項
第
一
文
。

(
斜
)
〉

5
5
n
z
-
白
・
白
・

0
・・

ω・
5hF・

(
時
)
〈
m
F
C
X
Z「
・
白
・
国
・

0
・
・
∞
-
N品
N
・

(
必
)
近
年
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
度
改
革
の
動
き
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
障
研
究
所
前
掲
注
(
犯
)
二
四

O
頁
以
下
を
参
照
。

結

垣
間

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

保
険
診
療
を
め
ぐ
る
保
険
者
と
医
師
と
の
法
律
関
係
が
ど
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
、
規
律
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
検
討
し
た
。
以
下
、
こ
の
検
討
を

通
し
て
得
ら
れ
た
成
果
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
険
者
と
医
師
と
の

法
律
関
係
の
基
本
構
造
と
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
、
述
べ
る
こ
と
に

し
た
い
。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
現
物
給
付
原
則
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ

り
、
保
険
者
で
あ
る
金
庫
と
医
師
と
の
聞
に
、
療
養
給
付
の
実
施
委
託
に

関
す
る
直
接
の
法
律
関
係
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
関
係
は
、
当
初
、

個
別
的
な
契
約
関
係
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
強
制
加
入
者
の
増
大
等
が
こ

れ
を
徐
々
に
集
団
的
な
契
約
関
係
に
変
転
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
過

程
の
中
で
、
金
庫
医
師
契
約
は
、
当
事
者
の
私
的
自
治
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
私
法
上
の
契
約
か
ら
、
徐
々
に
公
的
な
規
律
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、

最
終
的
に
は
一
九
三
二
年
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
共
同
自
主
運
営
」
シ

ス
テ
ム
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
は
、
個
別
の
金
庫
や
医
師
を
規
律
す
る
規
範
の

設
定
や
金
庫
医
師
の
許
可
な
ど
を
、
金
庫
・
医
師
双
方
の
代
表
者
か
ら
構

成
さ
れ
る
団
体
の
決
定
に
委
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契

約
締
結
手
続
や
金
庫
医
師
の
許
可
が
保
険
官
庁
か
ら
独
立
し
た
別
個
の
機

関
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
点
や
、
基
本
契
約
や
総
契
約
と
い
う
団
体
契

約
の
内
容
が
個
々
の
医
師
や
金
庫
さ
ら
に
は
被
保
険
者
を
も
拘
束
す
る
点

に
、
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
の
中
で
は
、
法
律
的
に

も
事
実
的
に
も
対
等
な
団
体
が
、
あ
く
ま
で
も
法
律
の
枠
内
に
お
い
て
、

自
主
的
な
話
し
合
い
を
行
い
、
委
託
さ
れ
る
給
付
の
内
容
と
そ
の
対
価
等

を
自
律
的
に
決
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

北法40(4・161)995
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こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
保
険
運
営
の
適
正
化

と
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
確
保
と
い
う
公
益
目
的
の
実
現
を
金
庫
と
医
師

の
団
体
に
よ
る
自
律
的
な
判
断
に
委
ね
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
存
在
し
て

い
る
。
ま
た
、
第
四
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
法
は
規
範

の
設
定
に
は
常
に
金
庫
種
別
や
地
域
性
に
よ
る
異
同
を
考
慮
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
疾
病
保
険
の
根
本
原
別
で
あ
る
自
主
運
営

(ω
巴
宮
守
2E

dg-Eロ
ぬ
)
が
療
養
給
付
の
実
施
に
も
貫
徹
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
つ
ま

り
、
ド
イ
ツ
の
金
庫
医
師
法
は
、
被
保
険
者
の
代
表
た
る
金
庫
と
医
師
と

の
聞
に
団
体
交
渉
の
場
と
ル

l
ル
を
設
け
、
そ
の
場
で
成
立
し
た
取
決
に

法
的
な
拘
束
力
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
利
益
調
整
に
基
づ

い
た
療
養
給
付
の
確
保
と
い
う
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
近
年
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
着
手
さ
れ
つ
つ
あ

る
疾
病
保
険
の
制
度
改
革
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
第
四
章
で
若
干
述
べ
た
よ

う
に
、
医
療
費
の
抑
制
と
財
政
運
営
の
適
正
化
に
と
っ
て
不
都
合
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
療
養
給
付
の
確
保
を
金
庫
と
医
師

の
団
体
に
よ
る
自
律
的
な
決
定
に
委
ね
る
と
い
う
従
来
の
前
提
が
、
徐
々

に
崩
壊
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
今
後
は
、
共
同
自
主
運
営
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
き
た
疾
病
保
険
制
度

の
原
理
・
原
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
金
庫
種
別
や
地
域
性
に
よ
る
異
同

を
根
拠
と
し
た
金
庫
医
師
関
係
の
多
元
的
な
構
造
は
、
金
庫
内
の
自
主
運

営
原
則
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
則
の
当
否
が
こ
れ
か
ら
の

大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
一
章
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
自
由
開
業
制
を
前
提
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
で
は
、
医
師
に
対

す
る
職
業
活
動
の
自
由
が
基
本
権
と
し
て
裁
判
所
の
保
護
を
受
け
て
い
る

た
め
、
こ
の
点
か
ら
の
考
察
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
保
障
を
考
え
る
た
め
の
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
視
点
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
開
業
医

制
と
自
主
運
営
原
則
と
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
疾
病
保
険
制
度
が
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
す
る
制
度
と
し
て
真
に
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の

二
点
の
解
明
が
必
要
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
、
金
庫
内
の
自
主
運
営
の
中
身

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
点
、
い
ま
ひ
と
つ
は
こ
れ
に
対
し
て
従
来

ど
の
よ
う
な
法
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
二
点
の
解
明
は
、
従
来
参
加
権
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
自
主
運
営
原
則
の
よ
り
詳
細
な
理
解
と
同
時
に
、
医
療
保
障
を
実
施

す
る
際
の
組
織
編
成
の
あ
り
方
を
も
提
示
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
後
の

課
題
で
あ
る
。
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